
郡上市国民健康保険
第２期特定健康診査等実施計画

郡　上　市
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第４章 達成しようとする目標 
１ 目標の設定                            ２９ 

２ 郡上市国民健康保険の各年度の目標値                ２９ 

（１）特定健康診査の目標値                      ２９ 

（２）特定保健指導の目標値                      ３０ 

（３） メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少         ３０ 

３ 目標達成のための取り組み                     ３１ 

（１）特定健康診査受診率の向上のための対策              ３１ 

（２）特定保健指導の実施率の向上ための対策              ３３ 

（３）メタボリック予防・医療費適正化の対策              ３３ 

 

第５章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 
１ 特定健康診査                           ３４ 

 ２ 特定保健指導                           ３５ 

 

第６章 個人情報の保護                        
１ 特定健康診査等のデータ保管方法                  ３８ 

２ 特定健康診査等のデータの管理体制                 ３８ 

 

第７章 特定健診以外の健診との関係                  
１ ３０歳代基本健診                         ３９           

２ がん検診                             ３９ 

３ 後期高齢者医療制度の健診                     ３９ 

                            

第８章 その他                            
１ 特定健康診査等実施計画の公表及び周知               ４０ 

２ 特定健康診査等実施計画の策定及び 

見直し並びに評価等              ４０ 

 

 



 

３ 計画の位置づけ 
本計画は、「第２期全国医療費適正化計画」及び「第２期岐阜県医療費適正化計画」

に呼応し、かつ、郡上市健康福祉推進計画に則って、市民のお一人おひとりが自分自

身の健康に目を向けて各世代に応じた取り組みを積極的に進めていただくことで、布

いては、本市の生活習慣病を中心とした疾病の予防を重視する計画とします。 
 

４ 計画の期間等 
 本計画は、平成２５年度より平成２９年度までの５年間の計画を策定するものであ

り、各年度においては、年度ごとの目標達成状況等に対する評価・見直しを行うもの

とします。 
 
５ 対象範囲 
 本計画における特定健康診査の対象者は、郡上市国民健康保険における４０歳以上

７５歳未満（年度末年齢）の被保険者とします（※厚生労働大臣が定める除外者を除く。）。 

 また、特定保健指導の対象者は、特定健康診査受診者のうち、健診の結果において、

腹囲が男性８５cm 以上、女性９０cm 以上の方、または男性８５cm 未満、女性９０

cm 未満で BMI（体重(kg)÷身長(m)の２乗）が２５以上の方のうち、糖尿病、高血圧

症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用していない方で、次表の追加リスクの多

少と喫煙歴の有無により、動機付け支援または、積極的支援の対象となります。 
※厚生労働大臣が定める除外者＝妊産婦、海外在住者、長期入院者、刑務所入所者等 

 
＜特定保健指導の対象者＞ 

腹 囲 追加リスク ④喫煙歴 対 象 
① 血糖 ② 脂質 ③ 血圧 ４０～６４歳 ６５～７４歳

≧８５cm（男性） 
≧９０cm（女性） 

２つ以上該当  積極的支援 動機付け支

援 一つ該当 あり 
なし  

 
上記以外で 
B M I≧２５ 

 

３つ該当  積極的支援 動機付け支

援 ２つ該当 
 

あり 
なし  

１つ該当  
※①血糖：空腹時血糖 100mg／dl 以上、または HbA１c5.2％以上 

 ②脂質：中性脂肪 150mg／dl 以上、または,HDL コレステロール 40mg／dl 未満 

 ③血圧：収縮期血圧 130mgHg 以上、または、拡張期血圧 85mmHｇ以上   

第１章 計画策定にあたって 
１ 計画策定の背景 
 わが国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を

実現し、世界最長の平均寿命や高い保険医療水準を達成してきました。 
 しかしながら、今日、急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、国民生活や意識

の変化など、大きな環境変化に直面しており、国民皆保険を維持し、医療制度を将来

にわたり持続可能なものとしていくためには、その構造改革が急務とされているとこ

ろです。  
このような状況下において、国民誰しもの願いである健康と長寿を確保しつつ、医

療費の伸びの抑制に資するために生活習慣病を中心とした疾病予防を重視し、保険者

による健診及び保健指導の充実を図る観点から、高齢者の医療に関する法律(昭和５

７年法律第８０号。以下「法」という。) において、保険者は、被保険者に対して、

糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）及び健康診査の結果により

健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）を実施すること

が法定化されました。 
 この実施にあたっては、保険者は、法第１９条の規定により５年毎に５年を一期と

する特定健康診査等実施計画を定めることとされており、本市においても、平成１９

年度に第１期特定健康診査等実施計画を策定するとともに、平成２０年度を初年度に

毎年度特定健康診査・特定保健指導を実施して参りました。 
 
２ 計画策定の趣旨 
 第２期特定健康診査等実施計画は、平成２０年度を初年度とする第１期特定健康診

査等実施計画の計画期間が平成２４年度で満了することから、この間の目標及び施策

の達成状況等の評価を行うとともに、更なる受診率・実施率の向上を目指し、必要な

見直しを行って、新たに平成２５年度を初年度に、平成２９年度までの５カ年間を計

画期間とする特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する計画を定めるものです。 
 第１期実施計画期間の取り組みは、従来の住民健診等の経験を活かしながらも初め

ての取り組みであり、正に手探りでのスタートなりましたが、各年度半期毎に、関係

者からなる評価推進会議を開催し、半期毎の実施状況を踏まえて、その問題点を洗い

出し、かつ、改善策を見出し、次の特定健康診査等で実践するという反復でした。 
 第２期実施計画期間における取り組みについては、この５年間の経験と実績を踏ま

え、市民の皆様の健康意識を高め、継続的に特定健康診査等を受けていただくことで

市民お一人おひとりの健康のバロメーターとなるデータを積み上げ、また提供し、結

果として、市民お一人おひとりの状況に応じた健康増進が図れるように努めて参ります。 
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第２章 郡上市国民健康保険の状況 

１ 国民健康保険の加入者（被保険者）の状況 （図 1・2 参照） 
郡上市の総人口は年々減少傾向にありますが、並行して郡上市国民健康保険の被保

険者数も減少する傾向にあります。また年齢階級別では、６０～７４歳の加入者が、

全体の４７．７％を占めています。これは、定年退職に伴い、社会保険から国民健康

保険に加入される方が多いことと、郡上市総人口においても、この年代層の方が多い

ことが要因であり、今後しばらくの間は、この傾向が続くことが予測されます。 
（ 図 １ ） 

郡上市総人口と郡上市国民健康保険被保険者数の推移 

 
 
年度 市総世帯数 国保加入世帯数 市総人口 

（人） 

国保被保険者数 

 （世帯） （世帯） 加入割合（％） （人） 加入割合（％）

20 14,889 7,168 48.14 47,565 14,020 29.48

21 14,919 6,987 46.83 47,016 13,873 29.51

22 14,945 6,923 46.32 46,522 13,583 29.20

23 14,916 6,804 45.62 45,902 13,237 28.84
 

（数値は、総世帯数及び総人口は住民基本台帳による各年度の平均値。国保加入世帯及び被保険者数は、国民健

康保険事業状況報告書による各年度の平均値。）

被保険者数の人口ピラミッド 
（ 図 ２ ） 

郡上市総人口に占める郡上市国民健康保険被保険者数年齢階層別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（平成 24 年４月１日現在住民基本台帳人口対平成 24 年３月 31 日現在国民健康保険事業状況調査被保険者数） 
※0 歳から 39 歳は 10 歳刻み、40 歳から 74 歳は 5 歳刻み。 

 
区 分 男 性（人） 女 性（人） 合 計（人） 

総人口 被保険者数  総人口 被保険者数 総人口 被保険者数  

０～ ９歳 １，７７５ ３４２ １，７１７ ３７７ ３，４９２ ７１９

１０～１９歳 ２，３１４ ５２５ ２，１８１ ５１３ ４，４９５ １，０３８

２０～２９歳 ２，０１７ ４５６ １，８５９ ４４７ ３，８７６ ９０３

３０～３９歳 ２，３２４ ５９６ ２，１７２ ４９８ ４，４９６ １，０９４

４０～４４歳 １，２８０ ３４４ １，２５８ ２７３ ２，５３８ ６１７

４５～４９歳 １，２４３ ３４８ １，３４３ ２９３ ２，５８６ ６４１

５０～５４歳 １，５７８ ４６９ １，４２４ ３４３ ３，００２ ８１２

５５～５９歳 １，５８９ ５０７ １，５６３ ４６７ ３，１５２ ９７４

６０～６４歳 ２，０１７ １，０５２ １，８９８ １，０７７ ３，９１５ ２，１２９

６５～６９歳 １，２０１ ９２１ １，２７８ ９６９ ２，４７９ １，８９０

７０～７４歳 １，３０３ １，０６６ １，５３２ １，１１９ ２，８３５ ２，１８５

７５歳以上 ３，４４６ ― ５，２２５ ― ８，６７１ ― 
合  計 ２２，０８７ ６，６２６ ２３，４５０ ６，３７６ ４５，５３７ １３，００２

 
４０～７４歳

（再掲） 

１０，２１１ ４，７０７ １０，２９６ ４，５４１ ２０，５０７ ９，２４８

※４０～７４歳が特定健康診査等対象年齢 
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1,303 1,066 1,119

969

467

343

293

273

498

447

513

377

1,077

921

1,052

507

1,201

2,017

1,589

1,578

1,243

1,280

2,324

2,017

2,314

1,775

1,532

1,278

1,898

1,563

1,424

1,343

1,258

2,172

1,859

2,181

1,717

469

348

344

596

456

525

342

郡上市総人口に占める郡上市国民健康保険被保険者数年齢階層別
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郡上市国民健康保険一人あたりの医療費の推移   

（各年郡上市国民健康保険事業状況報告書の療養給付費＆療養費を各年の平均被保険者数で除した数値。） 
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郡上市国民健康保険高額医療費の推移 

 

郡上市国民健康保険高額医療費の推移 

 一般被保険者 退職被保険者 合計（一般＋退職） 

平成２０年度 ２７４，９４７，２４１円 ２０，３６９，９３４円 ２９５，３１７，１７５円

平成２１年度 ２８２，１９５，７３６円 １９，６６０，９２９円 ３０１，８５６，６６５円

平成２２年度 ３１２，０５２，０４６円 １９，２７３，７５０円 ３３１，３２５，７９６円

平成２３年度 ２８９，３３１，１４２円 １９，０２７，００２円 ３０８，３５８，１４４円

 

５

２ 疾病等の状況 

（１）医療給付費（図 3 参照） 

   国民医療費の総額が毎年度大幅に増加する中、郡上市国保の医療給付費も大き 
く膨らんでおり、平成２０年度から平成２３年度までの４年間の平均では、３０ 
億８千万円となっています。特に平成２２年度は、３１億６千万円と突出したこ 
とから、その翌年度では減少を見ましたが、今後とも、平均しては伸びる傾向に

あることが予測されます。しかしながら、郡上市国保の医療給付費の伸びは、全

国的な伸び（国民医療費）と比較すると、これを下回っているところです。 
（ 図 ３ ） 

郡上市国民健康保険の医療給付費の推移 
 

 
 

年度別医療給付費の推移         （単位：万円） 

区  分 平成２０年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

一般 

被保険者 

療養給付費・療養費 ２５０，４９５ ２５９，０８６ ２６７，９４２ ２６１，６９３

高額療養費 ２７，４９５ ２８，２２０ ３１，２０５ ２８，９３３

計 ２７７，９９０ ２８７，３０６ ２９９，１４７ ２９０，６２６

退職 

被保険者 

療養給付費・療養費 ２０，８１２ １６，８０５ １５，５０３ １６，８９４

高額療養費 ２，０３７ １，９６６ １，９２７ １，９０３

計 ２２，８４９ １８，７７１ １７，４３０ １８，７９７

合  計 ３００，８３９ ３０６，０７６ ３１６，５７７ ３０９，４２３

対前年度比較（差引金額） ― ５，２３７ １０，５０２ ▲７，１５４

伸び率（ポイント） ― １．７４ ３．４３ ０．９７

※参考  
国民医療費 

総額（兆円） ３４．８ ３６．０ ３７．４ ― 

伸び率（ポイント） ２．０５ ３．４４ ３．８８ ― 

（出産育児諸費・葬祭費・高額介護合算療養費・移送費・審査支払手数料を除く。） 
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７

その他 合　計

疾病名 受診率（％） 疾病名 受診率（％） 疾病名 受診率（％） 疾病名 受診率（％） 疾病名 受診率（％） 受診率（％） 受診率（％）

0 呼　吸 26.3 感　染 9.2 皮　膚 9.2 消化器 5.3 神　経 5.3 14.4 69.7

１～４ 呼　吸 47.7 感　染 12.6 皮　膚 11.1 歯 7.6 眼 2.3 10.3 91.6

５～９ 呼　吸 32.7 歯 15.2 眼 6.9 皮　膚 6.2 感　染 3.6 9.4 74.0

１０～１４ 呼　吸 16.6 眼 7.4 歯 7.0 皮　膚 5.9 感　染 3.2 12.6 52.7

１５～１９ 呼　吸 5.6 眼 4.4 皮　膚 3.6 歯 3.3 損　傷 1.8 7.5 26.2

２０～２４ 歯 6.3 呼　吸 4.0 皮　膚 3.1 眼 3.1 腎尿路 2.9 10.6 30.0

２５～２９ 呼　吸 7.0 歯 5.6 眼 3.9 皮　膚 3.5 内分泌 3.5 16.4 39.9

３０～３４ 呼　吸 7.8 歯 7.0 眼 4.9 精　神 4.9 皮　膚 4.2 16.6 45.4

３５～３９ 呼　吸 6.7 歯 6.0 精　神 5.1 内分泌 4.6 皮　膚 3.4 17.3 43.1

４０～４４ 歯 7.4 精　神 6.9 呼　吸 4.5 内分泌 3.8 眼 2.8 15.7 41.1

４５～４９ 歯 7.4 循　環 5.5 内分泌 4.9 精　神 4.4 呼　吸 3.0 18.9 44.1

５０～５４ 循　環 10.6 歯 7.4 内分泌 6.4 呼　吸 3.9 筋　骨 3.6 20.7 52.6

５５～５９ 循　環 13.6 内分泌 9.3 歯 8.8 筋　骨 7.1 呼　吸 3.9 19.2 61.9

６０～６４ 循　環 21.8 内分泌 12.5 歯 9.8 筋　骨 7.5 眼 5.2 22.4 79.2

６５～６９ 循　環 28.5 内分泌 14.2 歯 11.0 筋　骨 9.2 眼 6.8 25.0 94.7

７０～７４ 循　環 40.1 筋　骨 16.0 内分泌 14.3 歯 12.4 眼 9.0 28.6 120.4

合　計 循　環 16.8 歯 9.1 内分泌 8.6 呼　吸 6.7 筋　骨 6.5 25.0 72.7

（　表　1　） 　　郡上市国保年齢階層別における疾病状況　（平成２４年５月診療分）

※疾病名の説明
「循環＝循環器系の疾患（高血圧・心疾患・脳血管疾患等）」　「歯＝歯及び歯の支持組織の疾患（むし歯・歯周疾患）」　「内分泌＝内分泌、栄養及び代謝疾
患（糖尿病・脂質異常症等）」「呼吸＝呼吸器系の疾患（かぜ・肺炎・アレルギー性鼻炎）」「筋骨＝筋骨格系及び結合組織の疾患（関節炎・腰痛等）」「眼＝眼
及び付属器の疾患」「精神＝精神及び行動の障害」「皮膚＝皮膚及び皮下組織の疾患」「感染＝感染症及び寄生虫症」「消化器＝消化器系の疾患（胃潰
瘍・慢性肝炎・膵疾患等）」「新生物（癌・悪性リンパ腫・白血病等）」「腎尿路生殖器系の疾患（尿路結石症・腎不全等）」「神経＝神経系の疾患」
※受診率（％）＝件数／被保険者数×１００
※順位は、受診率の降順。

第　５　位

年齢区分

第　１　位 第　２　位 第　３　位 第　４　位

（２）疾病状況（表 1・2、図 6 参照） 
   平成２１～２４年の４年間における５月診療分を見ると、「循環器系疾患」が、

受診率及び診療報酬点数共に各年の最上位を占めています。 
続いて、受診率では、「歯及び歯の支持組織の疾患」「内分泌、栄養及び代謝疾

患」「呼吸器の疾患」「筋骨系及び結合組織の疾患」「眼及び付属器の疾患」「新 
生物」の順で、各年とも上位を占めています。 
診療点数では、年ごとに若干順位が異なりますが、「新生物」「内分泌・栄養及 

び代謝疾患」「精神及び行動の障害」が、各年の上位を占めています。 
次に年齢階層別の疾病状況を見ると、若い世代では、呼吸器系の疾患が多く、 

５０歳以上では、循環器系の疾患が際立って多くなっています。 
 また、受診率は、幼児期及び高齢者で高く、特に７０歳以上では際立って高く 
なっています。 

（ 図 ６ ） 
年代階層別疾病状況（平成２４年５月診療分受診率） 

※受診率（％）＝受診件数／被保険者数×１００ 
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４５～４９ 歯 7.4 循　環 5.5 内分泌 4.9 精　神 4.4 呼　吸 3.0 18.9 44.1

５０～５４ 循　環 10.6 歯 7.4 内分泌 6.4 呼　吸 3.9 筋　骨 3.6 20.7 52.6
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合　計 循　環 16.8 歯 9.1 内分泌 8.6 呼　吸 6.7 筋　骨 6.5 25.0 72.7
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第　５　位
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（３）生活習慣病の状況（平成２４年５月診療分）(表 3・4、図 7 参照) 

   平成２４年５月診療分における生活習慣病全体の総費用額は、３億３千万円を

超える大きな額となっています。 
疾病別では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、脳血管疾患、虚血性心疾患、高

尿酸血症が費用額の上位を占めています。 
男女別では、高血圧、糖尿病、脂質異常症、脳血管疾患、虚血性心疾患、高尿

酸血症をはじめとする、すべての生活習慣病で男性の費用額が女性の費用額を上

回っています。件数では、脂質異常症のみ女性の件数が男性の件数を上回ってい

ます。 
１件当たりの費用額の比較では、大動脈疾患による入院１件７，２２３，２８

０円と突出したケースを除けば、男女ともに１件あたり３０万円を超える人工透

析が断トツに高い金額となっています。 
入院と入院外における費用額の比較では、入院外の１件あたり平均費用額が１

８，７９６円に対し、入院の１件あたり平均費用額は、５１３，５５５円と高額

となっています。 
次に年代別の生活習慣病の発症状況では、５０歳代を境に急激に増加する傾向

が顕著に見られるところです。 
（ 図 ７ ） 
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（ 表２ ）

順
位

疾病分類
受診率
（％）

総点数
順
位

疾病分類
受診率
（％）

総点数
順
位

疾病分類
受診率
（％）

総点数
順
位

疾病分類
受診率
（％）

総点数

1 循環器系疾患 16.7 6,327,435 1 循環器系疾患 15.8 7,312,963 1 循環器系疾患 16.7 7,176,691 1 循環器系疾患 16.8 7,640,955

2
歯及び歯の
支持組織の疾患

9.6 1,774,239 2
歯及び歯の支持
組織の疾患

10.0 1,725,655 2
歯及び歯の支持
組織の疾患

9.8 1,774,697 2
歯及び歯の支持
組織の疾患

9.1 1,751,474

3
内分泌、栄養及び
代謝疾患

7.0 2,046,718 3
内分泌、栄養及び
代謝疾患

7.5 2,311,951 3
内分泌、栄養及び
代謝疾患

8.0 2,744,200 3
内分泌、栄養及び
代謝疾患

8.6 2,707,675

4 呼吸器系の疾患 6.1 1,122,648 4 呼吸器系の疾患 5.9 768,833 4 呼吸器系の疾患 6.5 814,989 4 呼吸器系の疾患 6.7 964,216

5
筋骨格系及び
結合組織の疾患

5.2 1,179,293 5
筋骨格系及び結
合組織の疾患

5.7 1,622,515 5
筋骨格系及び結
合組織の疾患

6.2 1,039,877 5
筋骨格系及び結
合組織の疾患

6.5 1,243,378

6
眼及び付属器の
疾患

4.5 775,205 6
眼及び付属器の
疾患

5.1 717,334 6
眼及び付属器の
疾患

5.4 684,751 6
眼及び付属器の
疾患

5.0 665,262

7 新生物 3.6 3,721,651 7 新生物 3.1 4,470,735 7 新生物 2.9 2,538,130 7 新生物 2.8 3,074,259

8
皮膚及び皮下組
織の疾患

2.7 272,467 8
皮膚及び皮下組
織の疾患

2.7 226,032 8
精神及び行動の
障害

2.7 2,352,510 8
皮膚及び皮下組
織の疾患

2.8 214,157

9
精神及び行動の
障害

2.5 3,314,439 9
精神及び行動の
障害

2.5 2,362,622 9
皮膚及び皮下組
織の疾患

2.6 217,733 9
精神及び行動の
障害

2.6 2,251,163

10 消化器系の疾患 2.1 797,838 10 消化器系の疾患 2.3 808,601 10 消化器系の疾患 2.4 723,837 10 消化器系の疾患 2.4 828,140

11 神経系の疾患 1.6 856,778 11
感染症及び
寄生虫症

1.8 411,475 11 神経系の疾患 1.6 779,031 11 神経系の疾患 1.9 471,751

12
感染症及び
寄生虫症

1.6 404,449 12 神経系の疾患 1.6 680,254 12
感染症及び
寄生虫症

1.6 316,728 12
感染症及び
寄生虫症

1.7 712,151

13
損傷中毒及びそ
の他外因の影響

1.3 408,849 13
損傷中毒及びそ
の他外因の影響

1.6 571,196 13
損傷中毒及びそ
の他外因の影響

1.4 536,066 13
損傷中毒及びそ
の他外因の影響

1.7 633,797

14
腎尿路生殖器系
の疾患

1.1 356,949 14
腎尿路生殖器系
の疾患

1.3 820,860 14
腎尿路生殖器系
の疾患

1.2 443,776 14
腎尿路生殖器系
の疾患

1.6 766,243

15
耳及び乳様突起
の疾患

0.7 90,348 15
耳及び乳様突起
の疾患

0.9 146,995 15
耳及び乳様突起
の疾患

1.0 142,587 15
耳及び乳様突起
の疾患

0.8 304,808

※疾病名の説明
「循環＝循環器系の疾患（高血圧・心疾患・脳血管疾患等）」　「歯＝歯及び歯の支持組織の疾患（むし歯・歯周疾患）」　「内分泌＝内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病・脂
質異常症等）」「呼吸＝呼吸器系の疾患（かぜ・肺炎・アレルギー性鼻炎）」「筋骨＝筋骨格系及び結合組織の疾患（関節炎・腰痛等）」「眼＝眼及び付属器の疾患」「精神＝
精神及び行動の障害」「皮膚＝皮膚及び皮下組織の疾患」「感染＝感染症及び寄生虫症」「消化器＝消化器系の疾患（胃潰瘍・慢性肝炎・膵疾患等）」「新生物（癌・悪性リ
ンパ腫・白血病等）」「腎尿路生殖器系の疾患（尿路結石症・腎不全等）」「神経＝神経系の疾患」
※受診率（％）＝件数／被保険者数×１００
※順位は、受診率の降順。

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

　平成２1～２４年病類別疾病統計（５月診療分）



（３）生活習慣病の状況（平成２４年５月診療分）(表 3・4、図 7 参照) 

   平成２４年５月診療分における生活習慣病全体の総費用額は、３億３千万円を

超える大きな額となっています。 
疾病別では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、脳血管疾患、虚血性心疾患、高

尿酸血症が費用額の上位を占めています。 
男女別では、高血圧、糖尿病、脂質異常症、脳血管疾患、虚血性心疾患、高尿

酸血症をはじめとする、すべての生活習慣病で男性の費用額が女性の費用額を上

回っています。件数では、脂質異常症のみ女性の件数が男性の件数を上回ってい

ます。 
１件当たりの費用額の比較では、大動脈疾患による入院１件７，２２３，２８

０円と突出したケースを除けば、男女ともに１件あたり３０万円を超える人工透

析が断トツに高い金額となっています。 
入院と入院外における費用額の比較では、入院外の１件あたり平均費用額が１

８，７９６円に対し、入院の１件あたり平均費用額は、５１３，５５５円と高額

となっています。 
次に年代別の生活習慣病の発症状況では、５０歳代を境に急激に増加する傾向

が顕著に見られるところです。 
（ 図 ７ ） 
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11

男 女 計 男 女 計 男 女 計

件数 58 38 96 1,334 1,171 2,505 1,392 1,209 2,601

日数 970 533 1,503 2,121 1,807 3,928 3,091 2,340 5,431

費用額(円) 30,395,480 14,248,540 44,644,020 24,026,630 16,999,610 41,026,240 54,422,110 31,248,150 85,670,260

１件当たり
費用額(円) 524,060 374,962 465,042 18,011 14,517 16,378 39,096 25,846 32,937

件数 53 27 80 749 540 1,289 802 567 1,369

日数 1,045 397 1,442 1,199 870 2,069 2,244 1,267 3,511

費用額(円) 28,111,650 10,110,470 38,222,120 14,661,930 9,606,440 24,268,370 42,773,580 19,716,910 62,490,490

１件当たり
費用額(円) 530,408 374,462 477,777 19,575 17,790 18,827 53,334 34,774 45,647

件数 29 25 54 885 1,092 1,977 914 1,117 2,031

日数 560 444 1,004 1,318 1,523 2,841 1,878 1,967 3,845

費用額(円) 17,403,990 10,025,520 27,429,510 14,057,770 13,163,370 27,221,140 31,461,760 23,188,890 54,650,650

１件当たり
費用額(円) 600,138 401,021 507,954 15,884 12,054 13,769 34,422 20,760 26,908

件数 31 12 43 327 195 522 358 207 565

日数 453 169 622 576 286 862 1,029 455 1,484

費用額(円) 22,910,380 6,260,680 29,171,060 5,734,780 2,605,080 8,339,860 28,645,160 8,865,760 37,510,920

１件当たり
費用額(円) 739,045 521,723 678,397 17,538 13,359 15,977 80,014 42,830 66,391

件数 25 17 42 299 208 507 324 225 549

日数 343 221 564 525 341 866 868 562 1,430

費用額(円) 11,872,030 7,058,500 18,930,530 7,254,930 3,439,760 10,694,690 19,126,960 10,498,260 29,625,220

１件当たり
費用額(円) 474,881 415,206 450,727 24,264 16,537 21,094 59,034 46,659 53,962

件数 18 6 24 476 79 555 494 85 579

日数 334 81 415 758 213 971 1,092 294 1,386

費用額(円) 8,285,390 2,385,360 10,670,750 9,681,690 4,626,330 14,308,020 17,967,080 7,011,690 24,978,770

１件当たり
費用額(円) 460,299 397,560 444,615 20,340 58,561 25,780 36,371 82,490 43,141

件数 3 3 6 19 10 29 22 13 35

日数 48 16 64 201 135 336 249 151 400

費用額(円) 1,387,180 566,260 1,953,440 6,894,490 3,832,920 10,727,410 8,281,670 4,399,180 12,680,850

１件当たり
費用額(円) 462,393 188,753 325,573 362,868 383,292 369,911 376,440 338,398 362,310

件数 10 3 13 127 108 235 137 111 248

日数 124 22 146 251 184 435 375 206 581

費用額(円) 4,875,350 775,210 5,650,560 4,465,290 2,552,950 7,018,240 9,340,640 3,328,160 12,668,800

１件当たり
費用額(円) 487,535 258,403 434,658 35,160 23,638 29,865 68,180 29,983 51,084

件数 1 1 12 3 15 13 3 16

日数 13 13 13 4 17 26 4 30

費用額(円) 7,223,280 7,223,280 625,950 37,770 663,720 7,849,230 37,770 7,887,000

１件当たり
費用額(円) 7,223,280 7,223,280 52,163 12,590 44,248 603,787 12,590 492,938

件数 3 3 6 162 94 256 165 97 262

日数 70 70 140 282 157 439 352 227 579

費用額(円) 1,148,950 2,403,490 3,552,440 2,801,720 1,230,130 4,031,850 3,950,670 3,633,620 7,584,290

１件当たり
費用額(円) 382,983 801,163 592,073 17,295 13,086 15,749 23,943 37,460 28,948

件数 231 134 365 4,390 3,500 7,890 4,621 3,634 8,255

日数 3,960 1,953 5,913 7,244 5,520 12,764 11,204 7,473 18,677

費用額(円) 133,613,680 53,834,030 187,447,710 90,205,180 58,094,360 148,299,540 223,818,860 111,928,390 335,747,250

１件当たり
費用額(円) 578,414 401,746 513,555 20,548 16,598 18,796 48,435 30,800 40,672

入　院 入　院　外 合　計

（表３） ※健康情報データバンク
システムデータ生活習慣病の状況（平成２４年５月診療分）

1 高血圧症

2 糖　尿　病

3 脂質異常症

10 肝機能障害

生活習慣病全体

合計費用額順位

7 人工透析

8 動脈硬化等

9 大動脈疾患

4 脳血管疾患

5 虚血性心疾患

6 高尿酸血症
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第３章 特定健康診査等の実施結果 
１ 実施結果 

（１）特定健康診査の受診率（図 8・9・10 参照） 

   男女別では女性が、年齢層別では６０歳以上の受診率が高くなっています。 

  【年齢別受診率（男・女計）】               （ 図 ８ ） 

区 分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

 

４０～４４歳 ３９．１％ ３７．７％ ４３．２％ ４４．０％ 
４５～４９歳 ３５．７％ ４０．５％ ４６．７％ ４５．７％ 
５０～５４歳 ３７．０％ ４１．４％ ４４．５％ ４５．４％ 
５５～５９歳 ３９．３％ ４１．４％ ４７．３％ ４８．４％ 
６０～６４歳 ４４．９％ ４５．７％ ４７．３％ ５０．２％ 
６５～６９歳 ４８．９％ ５０．８％ ５２．４％ ５７．９％ 
７０～７４歳 ４５．７％ ４７．８％ ５０．８％ ５３．２％ 
合計 ４３．５％ ４５．６％ ４８．７％ ５１．２％ 
対象者総数 ８，９６６人 ８，８９０人 ８，７５７人 ８，６００人

受診者総数 ３，８９７人 ４，０５２人 ４，２６８人 ４，４０７人

【年齢別受診率（男）】                    （ 図 ９ ） 
 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

 

４０～４４歳 ３２．０％ ３７．５％ ３９．１％ ３８．３％ 
４５～４９歳 ３３．７％ ３３．３％ ４３．２％ ４３．０％ 
５０～５４歳 ３２．１％ ３７．１％ ４１．４％ ４３．７％ 
５５～５９歳 ３４．１％ ３７．２％ ４３．５％ ４１．０％ 
６０～６４歳 ３６．８％ ３９．７％ ４２．２％ ４５．３％ 
６５～６９歳 ４７．４％ ４８．７％ ５０．７％ ５４．５％ 
７０～７４歳 ４６．３％ ４８．１％ ５０．４％ ５３．７％ 
合  計 ３９．８％ ４２．３％ ４５・８％ ４７．９％ 
対象者総数 ４，５００人 ４，４６１人 ４，４１６人 ４，３７７人

受診者総数 １，７９２人 １，８８９人 ２，０２２人 ２，０９５人

【年齢別受診率（女）】                     ( 図 １０ ) 
 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 
４０～４４歳 ４７．７％ ３７．９％ ４８．１％ ５１．５％ 
４５～４９歳 ３８．１％ ４８．５％ ５０．５％ ４８．９％ 
５０～５４歳 ４４．２％ ４７．９％ ４９．０％ ４７．７％ 
５５～５９歳 ４４．９％ ４６．０％ ５１．５％ ５６．６％ 
６０～６４歳 ５１．９％ ５１．１％ ５２．２％ ５５．０％ 
６５～６９歳 ５０．３％ ５２．７％ ５４．０％ ６１．０％ 
７０～７４歳 ４５．１％ ４７．４％ ５１．３％ ５２．６％ 
合  計 ４７．１％ ４８．８％ ５１．７％ ５４．７％ 
対象者総数 ４，４６６人 ４，４２９人 ４，３４１人 ４，２２３人

受診者総数 ２，１０５人 ２，１６３人 ２，２４６人 ２，３１２人
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（２）特定保健指導の実施率（終了率）(図 11・12・13 参照) 

   男女別では女性が、年齢層別では６５歳以上で高い実施率となっています。 

【年齢別実施率（男・女計）】                 ( 図 １１ ) 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 
４０～４４歳 ２０．４％ ２７．９％ ５０．０％ ３８．６％

４５～４９歳 ３０．２％ ２６．１％ ３６．５％ ２７．５％

５０～５４歳 ３０．８％ ２１．１％ ３９．７％ ３９．３％

５５～５９歳 ２１．１％ ２２．２％ ３６．０％ ４５．３％

６０～６４歳 ２７．０％ ３１．０％ ５５．６％ ３８．８％

６５～６９歳 ２４．６％ ２５．２％ １１１．１％ ７９．２％

７０～７４歳 ２２．５％ １７．３％ ８９．２％ ８６．０％

合計 ２５．２％ ２４．４％ ６４．１％ ５５．４％

対象者総数 ６１１人 ５８９人 ５６９人 ５６１人

終了者数 １５４人 １４４人 ３６５人 ３１１人

【年齢別実施率（男）】                    ( 図 １２ ) 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 
４０～４４歳 １７．９％ ２３．５％ ５６．７％ ３３．３％

４５～４９歳 ２８．６％ ２７．５％ ２８．６％ １７．２％

５０～５４歳 ３０．４％ １９．０％ ３１．６％ ３３．３％

５５～５９歳 ２２．０％ ２２．２％ １７．９％ ３４．１％

６０～６４歳 ２３．９％ ２７．４％ ４４．１％ ３１．５％

６５～６９歳 ２６．３％ ２２．５％ １１７．２％ ８０．０％

７０～７４歳 ２０．０％ １６．７％ ８４．３％ ８３．３％

合  計 ２４．４％ ２２．５％ ５６．０％ ４９．１％

対象者総数 ４２６人 ４０５人 ３９８人 ３８３人

終了者数 １０４人 ９１人 ２２３人 １８８人

【年齢別実施率（女）】                   ( 図 １３ ) 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

 

４０～４４歳 ２６．７％ ４４．４％ ３０．０％ ６２．５％

４５～４９歳 ５０．０％ １６．７％ ７０．０％ ５４．５％

５０～５４歳 ３１．８％ ２７．８％ ６８．８％ ６１．５％

５５～５９歳 １９．０％ ２２．２％ １００．０％ ６５．２％

６０～６４歳 ３１．３％ ３５．８％ ７１．４％ ５３．２％

６５～６９歳 ２０．９％ ３０．８％ １００．０％ ７８．０％

７０～７４歳 ２８．１％ １８．８％ １００．０％ ９１．４％

合  計 ２７．０％ ２８．８％ ８３．０％ ６９．１％

対象者総数 １８５人 １８４人 １７１人 １７８人

終了者数 ５０人 ５３人 １４２人 １２３人
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第３章 特定健康診査等の実施結果 
１ 実施結果 

（１）特定健康診査の受診率（図 8・9・10 参照） 

   男女別では女性が、年齢層別では６０歳以上の受診率が高くなっています。 

  【年齢別受診率（男・女計）】               （ 図 ８ ） 

区 分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

 

４０～４４歳 ３９．１％ ３７．７％ ４３．２％ ４４．０％ 
４５～４９歳 ３５．７％ ４０．５％ ４６．７％ ４５．７％ 
５０～５４歳 ３７．０％ ４１．４％ ４４．５％ ４５．４％ 
５５～５９歳 ３９．３％ ４１．４％ ４７．３％ ４８．４％ 
６０～６４歳 ４４．９％ ４５．７％ ４７．３％ ５０．２％ 
６５～６９歳 ４８．９％ ５０．８％ ５２．４％ ５７．９％ 
７０～７４歳 ４５．７％ ４７．８％ ５０．８％ ５３．２％ 
合計 ４３．５％ ４５．６％ ４８．７％ ５１．２％ 
対象者総数 ８，９６６人 ８，８９０人 ８，７５７人 ８，６００人

受診者総数 ３，８９７人 ４，０５２人 ４，２６８人 ４，４０７人

【年齢別受診率（男）】                    （ 図 ９ ） 
 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

 

４０～４４歳 ３２．０％ ３７．５％ ３９．１％ ３８．３％ 
４５～４９歳 ３３．７％ ３３．３％ ４３．２％ ４３．０％ 
５０～５４歳 ３２．１％ ３７．１％ ４１．４％ ４３．７％ 
５５～５９歳 ３４．１％ ３７．２％ ４３．５％ ４１．０％ 
６０～６４歳 ３６．８％ ３９．７％ ４２．２％ ４５．３％ 
６５～６９歳 ４７．４％ ４８．７％ ５０．７％ ５４．５％ 
７０～７４歳 ４６．３％ ４８．１％ ５０．４％ ５３．７％ 
合  計 ３９．８％ ４２．３％ ４５・８％ ４７．９％ 
対象者総数 ４，５００人 ４，４６１人 ４，４１６人 ４，３７７人

受診者総数 １，７９２人 １，８８９人 ２，０２２人 ２，０９５人

【年齢別受診率（女）】                     ( 図 １０ ) 
 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 
４０～４４歳 ４７．７％ ３７．９％ ４８．１％ ５１．５％ 
４５～４９歳 ３８．１％ ４８．５％ ５０．５％ ４８．９％ 
５０～５４歳 ４４．２％ ４７．９％ ４９．０％ ４７．７％ 
５５～５９歳 ４４．９％ ４６．０％ ５１．５％ ５６．６％ 
６０～６４歳 ５１．９％ ５１．１％ ５２．２％ ５５．０％ 
６５～６９歳 ５０．３％ ５２．７％ ５４．０％ ６１．０％ 
７０～７４歳 ４５．１％ ４７．４％ ５１．３％ ５２．６％ 
合  計 ４７．１％ ４８．８％ ５１．７％ ５４．７％ 
対象者総数 ４，４６６人 ４，４２９人 ４，３４１人 ４，２２３人

受診者総数 ２，１０５人 ２，１６３人 ２，２４６人 ２，３１２人
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（２）特定保健指導の実施率（終了率）(図 11・12・13 参照) 

   男女別では女性が、年齢層別では６５歳以上で高い実施率となっています。 

【年齢別実施率（男・女計）】                 ( 図 １１ ) 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 
４０～４４歳 ２０．４％ ２７．９％ ５０．０％ ３８．６％

４５～４９歳 ３０．２％ ２６．１％ ３６．５％ ２７．５％

５０～５４歳 ３０．８％ ２１．１％ ３９．７％ ３９．３％

５５～５９歳 ２１．１％ ２２．２％ ３６．０％ ４５．３％

６０～６４歳 ２７．０％ ３１．０％ ５５．６％ ３８．８％

６５～６９歳 ２４．６％ ２５．２％ １１１．１％ ７９．２％

７０～７４歳 ２２．５％ １７．３％ ８９．２％ ８６．０％

合計 ２５．２％ ２４．４％ ６４．１％ ５５．４％

対象者総数 ６１１人 ５８９人 ５６９人 ５６１人

終了者数 １５４人 １４４人 ３６５人 ３１１人

【年齢別実施率（男）】                    ( 図 １２ ) 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 
４０～４４歳 １７．９％ ２３．５％ ５６．７％ ３３．３％

４５～４９歳 ２８．６％ ２７．５％ ２８．６％ １７．２％

５０～５４歳 ３０．４％ １９．０％ ３１．６％ ３３．３％

５５～５９歳 ２２．０％ ２２．２％ １７．９％ ３４．１％

６０～６４歳 ２３．９％ ２７．４％ ４４．１％ ３１．５％

６５～６９歳 ２６．３％ ２２．５％ １１７．２％ ８０．０％

７０～７４歳 ２０．０％ １６．７％ ８４．３％ ８３．３％

合  計 ２４．４％ ２２．５％ ５６．０％ ４９．１％

対象者総数 ４２６人 ４０５人 ３９８人 ３８３人

終了者数 １０４人 ９１人 ２２３人 １８８人

【年齢別実施率（女）】                   ( 図 １３ ) 

 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

 

４０～４４歳 ２６．７％ ４４．４％ ３０．０％ ６２．５％

４５～４９歳 ５０．０％ １６．７％ ７０．０％ ５４．５％

５０～５４歳 ３１．８％ ２７．８％ ６８．８％ ６１．５％

５５～５９歳 １９．０％ ２２．２％ １００．０％ ６５．２％

６０～６４歳 ３１．３％ ３５．８％ ７１．４％ ５３．２％

６５～６９歳 ２０．９％ ３０．８％ １００．０％ ７８．０％

７０～７４歳 ２８．１％ １８．８％ １００．０％ ９１．４％

合  計 ２７．０％ ２８．８％ ８３．０％ ６９．１％

対象者総数 １８５人 １８４人 １７１人 １７８人

終了者数 ５０人 ５３人 １４２人 １２３人
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平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

特定健診対象者数（人） A 8,979 8,890 8,757 8,600

特定健診受診者数（人） B 3,906 4,052 4,268 4,407

特定健診受診率（％） C＝B／A 43.5 45.6 48.7 51.2

内臓脂肪症候群(メタボ)該当者数（人） D 507 541 547 571

内臓脂肪症候群（メタボ）該当者割合（％） E＝D／B 13.0 13.4 12.8 13

予備群該当者数（人） F 439 395 428 417

予備群該当者の割合（％） G＝F／B 11.2 9.7 10.0 9.5

メタボ該当者及び予備群該当者の数（人） H＝D+F 946 936 975 988

メタボ該当者及び予備群該当者の割合（％） I＝H／B 24.2 23.1 22.8 22.4

メタボ減少率（％） {1－I／（H２０；I）} 4.5 5.7 7.4

前年度メタボ該当者の数（人） J 477 499 500

前年度メタボ該当者のうち本年度予備群の該当になった
者の数（人）

K 67 63 63

前年度メタボ該当者のうち本年度予備群の非該当になっ
た者の数（人）

L 78 78 59

メタボ該当者の減少率（％） M=(k＋L）／J 30.4 28.3 24.4

前年度予備群該当者の数（人） N 407 363 397

前年度予備群該当者のうち本年度非該当になった者の
数（人）

O 112 104 111

予備群該当者の減少率（％） P＝O／N 27.5 28.7 28.0

前年度メタボ該当及び予備群該当者のの減少数（人） Q＝J+N 884 862 897

前年度メタボ該当及び予備群該当者のの減少率（％） R＝(K+L+O）／Ｑ 29.1 28.4 26.0

高血圧の治療に係る薬剤を服用している者の数（人） S 929 1,033 1,119 1,237

高血圧の治療に係る薬剤を服用している者の割合（％） T＝S／B 23.7 25.5 26.2 28.1

脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の数
（人）

U 507 593 699 739

脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者の割合
（％）

V＝U／B 13.0 14.6 16.4 16.8

糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の数（人） Ｗ 182 185 211 247

糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者の割合（％） X=W／B 4.6 4.6 4.9 5.6

服薬につき特定保健指導の積極的支援の対象外とした
者の数（再掲）（人）

ア 134 149 185 194

服薬につき特定保健指導の動機付け支援の対象外とし
た者の数（再掲）（人）

イ 437 446 480 494

服薬につき特定保健指導の対象外とした者の数（再掲）
（人）

ウ＝ア＋イ 571 595 665 688

服薬につき特定保健指導の対象外とした者の割合（再
掲）（人）

エ＝ウ／B 14.6 14.7 15.6 15.6

積極的支援対象者の数（人） オ 219 211 210 193

積極的支援対象者の割合（％） カ＝オ／B 5.6 5.2 4.9 4.4

動機付け支援対象者の数（人） キ 392 378 359 368

動機付け支援対象者の割合（％） ク＝キ／B 10.0 9.3 8.4 8.3

特定保健指導対象者の数（人） ケ＝オ＋キ 611 589 569 561

特定保健指導対象者の割合（％） コ＝ケ／B 15.6 14.5 13.3 12.7

積極的支援の利用者の数（人） サ 66 47 37 37

積極的支援利用者の割合（％） シ＝サ／オ 30.1 22.3 17.6 19.2

動機付け支援利用者の数（人） ス 368 318 240 264

動機付け支援利用者の割合（％） セ＝ス／キ 93.9 84.1 66.9 71.7

積極的支援の終了者の数（人） ソ 50 32 31 24

積極的支援終了者の割合（％） タ＝ソ／オ 22.8 15.2 14.8 12.4

動機付け支援終了者の数（人） チ 104 112 334 287

動機付け支援終了者の割合（％） ツ＝チ／キ 26.5 29.6 93.0 78.0

特定保健指導終了者の数（人） テ＝ソ＋チ 154 144 365 311

特定保健指導終了者の割合（利用率）（％） ト＝テ／ケ 25.2 24.4 64.1 55.4

（　表５　）　　　　特定健康診査等の実施結果総括表【男・女】

項　　目

特
定
保
健
指
導
の
状
況

特定健
診の状
況

内
臓
脂
肪
症
候
群

（
メ
タ
ボ

）
の
状
況

生
活
習
慣
病
に
係
る
薬
剤
の
服
薬
状
況

２．実施結果の分析 
（１）受診者の状況 

  ①申し込み状況からの分析（図 14 参照） 
４０歳代から５０歳代では、職場健診や人間ドックを受診する割合が高く、各年

代では、ともに「未受診理由なし」の方が約３割を占めています。 
 

 （ 図 １４ ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②継続受診状況の分析 （図 15 参照） 
平成２０年度に受診された方について、平成２３年度までの受診状況を各年代別 

に見ると、平成２３年度までの４年間継続受診された方の割合は、４０代では５４． 
５％、５０代では６１.８％、６０代では６３.８％、全年齢の平均では６０％と高 
い割合になっています（※70～74 歳を除く。）。 
 
（ 図 １５ ） 
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③受診率から見た分析（図 16・17・18・19 参照） 
各年度の受診率は、平成２０年度４３．５％、平成２１年度４５．６％、平成２２

年度４８．７％、平成２３年度５１．２％と、確実に上昇を見ています（対平成 20
年度比 7.7 ポイント↑）。また、県下市町村国保の平均受診率との比較においては、各

年度ではもちろんのこと、男女及び全年代層ともに上回っており、特に若い年代にお

いて大きく上回っています。 
 
（ 図 １６ ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
（ 図 １７ ） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
（ 図 １８ ） 
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( 図 １９ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年度特定健診受診率県比較         （ 表 ６ ） 
 40-44 歳 45-49 歳 50-54 歳 55-59 歳 60-64 歳 65-69 歳 70-74 歳 総 計 

全
体 

郡上市 44.0% 45.7% 45.4% 48.4% 50.2% 57.9% 53.2% 51.2%

岐阜県市

町村国保 19.7% 21.4% 24.9% 28.0% 34.7% 41.1% 42.5% 35.1%

男
性 

郡上市 38.3% 43.0% 43.7% 41.0% 45.3% 54.5% 53.7% 47.9%

岐阜県市

町村国保 17.8% 19.2% 21.2% 22.4% 28.9% 36.8% 39.4% 30.8%

女
性 

郡上市 51.5% 48.9% 47.7% 56.6% 55.0% 61.0% 52.6% 54.7%

岐阜県市

町村国保 21.8% 23.6% 28.6% 32.7% 39.2% 44.9% 45.3% 38.9%

 
（２）未受診理由の状況 （図 20 参照） 

受診を希望されていない方の理由では、「治療中」が最も多く、未受診者全体の 
３５．８％（１，２４６人）を占めています。 

（ 図 ２０ ）(平成 23 年度健康診査等希望調査結果） 
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（３）健診結果有所見状況 

①メタボリックシンドローム対象者の状況 ＜平成 23 年度郡上市メタボリックシンドロー 

ム該当者及び予備群の状況（情報データバンクシステム様式 6－8 参照）＞ 

 
ア メタボリックシンドローム（以下「メタボ」という）の該当者について 

 
○メタボ該当者 

男性１９．２％ 女性５．７％ 
男性が多い（女性の約３倍） 

 
 

 イ 腹囲について 
男性の腹囲８５cm 以上の方は、全体では４０％を占めています。また、年代別 

では、４０歳代でも３４．９％が該当、以下、年齢が高くなるほど、その割合が

高くなっています（５０歳代４２．６％・６０歳代４９．３％・７０歳代５２．８％）。 
一方、女性の腹囲９０cm 以上の方は、全体でも１５．３％と男性に比べて低く、

年代別でも大きな変化は見られない状況です。 
 

＜男性＞ 
○腹囲 85cm 以上 全体の４０％ 
○年齢別では 
 40 歳代３４．９％ 
＜女性＞ 
○腹囲 90cm 以上 全体の１５．３％ 
○年齢別でも大きな差はない。 

 
 

   ウ 有所見から見た状況 
 
○腹囲の基準該当者の方で高血糖所見を有する方は、高血圧も併発していま

す 
男 性 １２．９％  

  女 性 １２．８％ 
 
○男性の年代別では、４０歳代及び５０歳代では脂質異常、６０歳代では高

血圧、７０歳代では高血糖の割合が高くなっています。 
 
○女性は、年代に関係なく、高血糖の割合が高くなっています。 
 
○腹囲のみ該当する方で、高血糖・高血圧・脂質異常のいずれの所見も見ら

れない方（単純肥満）の割合 
男  性   １４．５％ 
女  性   ２３．４％ 

 
 
 
 
 



20

エ 経年的な状況（図２１参照） 
 平成２０年度以降、メタボリックシンドローム予備群が減少しています。 
 

年度 

メタボリックシンドローム 

予備群者率

（％） 

該当者率

（％） 

平成２０年度 11.7 13.3 

平成２１年度 9.9 13.1 

平成２２年度 10.3 12.9 

平成２３年度 9.5 13.2 

 
( 図 ２１ ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 検査項目の状況 
＜平成２３年度郡上市特定健診結果（健康情報データバンクシステム様式 8－5 参照）＞ 

  ア 保健指導判定値となった割合が高い所見 
 

HbA1c 57.3％（血糖全体では61.8％） 

LDLコレステロール 25.4％ 

 

  イ 受診勧奨判定値となった割合が高い所見（ワースト３位） 

１位 LDLコレステロール  

２位 血圧 

 ３位 血糖 
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ウ 経年的な状況（図２２参照） 

「HbA1c の受診勧奨値・血圧の中等症以上」以外の検査項目で有所見者割合が 

減っています。 

 

( 図 ２２ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（４）特定保健指導の状況  
＜平成２３年度特定健診から特定保健指導実施へのフローチャート 

（健康情報データバンクシステム様式６－１０全体）参照＞ 

① 特定保健指導の実施率    第 1 期目標は達成！ 

特定保健指導の実施率は、平成２０年度では２５．２％でしたが、平成２２年 

度６４．１％、平成２３年度５５．４％と第 1 期実施計画の目標値（４５％）は、

達成した状況です。 

郡上市の特徴としては、特定健診当日に医師による結果説明と保健指導を実施す

る体制を整えていることが、目標達成の好条件となっていると考えています。 

  

② 特定保健指導から見えたこと  対象者以外にも注意が必要！ 

平成２０年度から平成２３年度までの４年間を継続受診された方の追跡結果（表 

７）を見ると、メタボ基準該当の方は、平成２０年度１７６人に対して、平成２３

年度１０８人であり、メタボに該当した方のうち、予備群に２６人、非該当に４２

人と改善が見られました。 

また、メタボ予備群の方は、平成２０年度２７２人に対して、平成２３年度は９

０人であり、メタボ予備群に該当した方のうち、メタボ基準該当に悪化した方は８

５人、逆にメタボ非該当に改善された方は、９７人でした。 

また、メタボ非該当の方は、平成２０年度１，７４３人に対して、平成２３年度

は１，５８１人であり、メタボ非該当の方のうち、メタボ基準該当となった方が６

７人、予備群となった方が９７人と約１割の方が悪化したという状況です。 

この結果から、基準該当となった方を予備群及び非該当にと改善していくことは 

もちろん必要ですが、予備群から基準該当になる方、また非該当から予備群や基準 

該当となる方を減らす取り組みも重要であることがわかります。 
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ウ 経年的な状況（図２２参照） 

「HbA1c の受診勧奨値・血圧の中等症以上」以外の検査項目で有所見者割合が 

減っています。 

 

( 図 ２２ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（４）特定保健指導の状況  
＜平成２３年度特定健診から特定保健指導実施へのフローチャート 

（健康情報データバンクシステム様式６－１０全体）参照＞ 

① 特定保健指導の実施率    第 1 期目標は達成！ 

特定保健指導の実施率は、平成２０年度では２５．２％でしたが、平成２２年 

度６４．１％、平成２３年度５５．４％と第 1 期実施計画の目標値（４５％）は、

達成した状況です。 

郡上市の特徴としては、特定健診当日に医師による結果説明と保健指導を実施す

る体制を整えていることが、目標達成の好条件となっていると考えています。 

  

② 特定保健指導から見えたこと  対象者以外にも注意が必要！ 

平成２０年度から平成２３年度までの４年間を継続受診された方の追跡結果（表 

７）を見ると、メタボ基準該当の方は、平成２０年度１７６人に対して、平成２３

年度１０８人であり、メタボに該当した方のうち、予備群に２６人、非該当に４２

人と改善が見られました。 

また、メタボ予備群の方は、平成２０年度２７２人に対して、平成２３年度は９

０人であり、メタボ予備群に該当した方のうち、メタボ基準該当に悪化した方は８

５人、逆にメタボ非該当に改善された方は、９７人でした。 

また、メタボ非該当の方は、平成２０年度１，７４３人に対して、平成２３年度

は１，５８１人であり、メタボ非該当の方のうち、メタボ基準該当となった方が６

７人、予備群となった方が９７人と約１割の方が悪化したという状況です。 

この結果から、基準該当となった方を予備群及び非該当にと改善していくことは 

もちろん必要ですが、予備群から基準該当になる方、また非該当から予備群や基準 

該当となる方を減らす取り組みも重要であることがわかります。 
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④職場健診や人間ドック受診者の受診結果の把握 

    ４０～５０歳代は職場健診・人間ドックの受診率が高いため、その健診結果を

提供できる仕組みづくりが必要です。 

 

  ⑤特定健診等事業の評価 

    より良い特定健診事業を実施するために、対策・実践・評価に対してスタッフ

全員が共通認識をもって取り組むことが必要です。 

 

（２）特定保健指導に関する課題 
  ①健診受診後の速やかな結果説明の実施 

    特定健診受診当日に結果説明および保健指導を行い、特定保健指導につなげる

必要があります。 

 

②保健指導実施者の質の向上  

・充分な保健指導の時間を確保すること。 

・保健指導実施者の人数を確保すること。 

・保健指導実施者の質の向上を図ること。 

 

  ③重症化予防への対策 

    健診結果が受診勧奨判定値の場合は、特定保健指導に加えて受診勧奨をし、重

症化予防につなげる必要があります。 

   

  ④継続支援の工夫 

    継続して支援をするための保健指導システムの確立や実施体制の整備が必要

です。 

 

（３）特定保健指導対象者以外に関する課題 
①受診勧奨判定値対象者の追跡および継続支援 

  特定健診対象者以外に対しても、健診結果に応じて受診勧奨および継続支援を

していくことが、重症化予防やメタボリック予防のために必要です。 

 

① メタボリック非該当者・情報提供レベル該当者の健康状態維持 

    健診受診結果において多くを占める「健康である方（正常値の方）」について

も、健康状態を維持し、より良好にしていただくために、注視する必要がありま

す。 

 

③早期予防対策 

    ３０～３９歳の人に対しても健診や健康相談の機会を提供して、若いうちから

健診受診の習慣化を図りながら、生活習慣病を予防するための情報の提供が必要

です。 

 

 

また、予備群については、基準該当や非該当となった方の数が、ほぼ同数あり、

この段階で改善への働きかけが特に重要と考えます。 

 

（ 表 ７ ）    

平成２０年度から平成２３年度までの４年間、継続受診された方の 

メタボリックシンドローム状態の変化（追跡結果） 

平成２０年度 平成２３年度 
特  徴 

状態区分 該当者数 状態区分 該当者数 

メタボ基準該当 176 人 

メタボ基準該当 108 人 ２６人（１４．８％）が予備群

に、４２人（２３．９％）が非該

当に改善。 

メタボ予備群 26 人

メタボ非該当 42 人

メタボ予備群 272 人 

メタボ基準該当 85 人 ８５人（３１．２％）がメタボ基準

該当に悪化、９７人（３５．７％）

が非該当に改善。 

メタボ予備群 90 人

メタボ非該当 97 人

メタボ非該当 １，７４３人 

メタボ基準該当 67 人 ６７人（３．８％）がメタボ

基準該当に、９５人（５．

５％）が予備群に悪化。 

メタボ予備群 95 人

メタボ非該当 １，５８１人

総 計 ２，１９１人 総 計 ２，１９１人  

 

③ 特定保健指導対象者以外への保健指導  

    保健指導は、当然にメタボ基準該当やメタボ予備群の方に注目して実施すると

ころですが、表７のデータが示すとおり、４年後において、メタボ非該当からメ

タボ基準該当あるいはメタボ予備群に悪化となった方が１６２人（約１割）と多

くあり、メタボ非該当の方（良好な方）にも、注視が必要なところです。 

本市では、これまでも特定健診受診者全員に対して保健指導を実施する体制を

とってきたところですが、これからも特定保健指導対象者以外であっても保健指

導を受ける機会を提供し、また、必要な方に対しては継続支援をすることが重要

と考えます。 

 

３．実施結果から見た課題 
（１）特定健診受診率に関する課題 
  ①未受診理由の「不明」な人への受診勧奨 

 健診受診が習慣化された地域づくり・文化づくりを、市民協働のもと進めるた

め、受診の必要性を感じていない人への勧奨が必要です。 

 

  ②未受診理由が「治療中である」人への受診勧奨 

    治療中であっても特定健診の対象者であり、健診結果から生活習慣を改善する

ことにより疾病の重症化予防につながります。 

 

③継続受診者の増加をめざす 

  「受けやすい健診、受けたい健診」の体制整備と、保健指導の質の向上を行う

必要があります。 
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市

特
定

健
診

結
果

【
男

女
全

体
】

（
健

康
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
シ

ス
テ

ム
様

式
８

－
５

）

1
0
9
人

2
.
3
％

1
9
2
0
人

4
1
.
0
％

2
6
5
9
人

5
6
.
7
％

受
診
者
数

4
,
6
8
8

人
1

2
3

発
症
を
予
防
す
る

早
期
発
見
、
早
期
治
療
を
す
る

血
管
変
化
の
予
防

発
病
後
、
進
行
を
抑
制
し
、

再
発
や
重
症
化
を
防
ぐ

１
：

全
て

の
健

診
項

目
が

正
常

の
人

２
：

1
、

3
以

外
３

：
健

診
項

目
の

う
ち

1
つ

で
も

受
診

勧
奨

値
以

上
の

項
目

が
あ

る
人

人
人

 
 
尿
試
験
紙
法
で
尿
蛋
白
１
＋
以
上
と
血
尿
１
＋
以
上
が
合
併
し
て
い
る
と
予
後
が
不
良
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
が
１
＋
以
上
同
時
に
あ
る
場
合
も
腎
臓
専
門
医
に
紹
介
す
る
。
 
 
C
K
D
診
療
ガ
イ
ド
　
P
5
0
 

＊
判
定
値
に
つ
い
て
は
、
標
準
的
な
健
診
・
保
健
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
確
定
版
）
P
4
8
、
「
私
の
健
康
記
録
」
A
-
6
参
照

＊
e
G
F
R
に
つ
い
て
は
6
0
m
l
/
m
i
n
/
1
.
7
3
㎡
以
上
を
正
常
値
と
し
て
計
上

0
0

＊
腎
機
能
に
つ
い
て
…
【
保
健
指
導
判
定
値
】
尿
蛋
白
(
＋
)

5
9

の
う
ち
尿
潜
血
(
＋
)
以
上
が
合
併
し
て
い
る
者

8

0
0

0
0

尿
酸

8
.
0
0
 
以
上

6
0
 
未
満

3
3
8

1
6
.
0

尿
酸

m
g
/
d
l

0
0

0
0

1
4
.
9

1
,
4
5
4

6
9
.
0

3
3
8

1
6
.
0

3
1
4

2
,
0
7
0

9
8
.
3

3
1

1
.
5

5
0
.
2

腎 機 能

尿
蛋
白

2
4

1
.
1

G
F
R

(
糸
球
体
濾
過
量
)

2
,
1
3
7

9
6
.
3

5
9

2
.
7

特 定 健 診 項 目

ク
レ
ア
チ
ニ
ン

2
.
0
 
以
上

5
0
.
2

＋
＋
以
上

2
4

1
.
1

腎 機 能

尿
蛋
白

2
,
2
2
0

9
9
.
9

保 険 者 独 自 に

追 加 す る 項 目

ク
レ
ア
チ
ニ
ン

m
g
 

2
,
1
0
6

9
4
.
8

G
F
R

(
糸
球
体
濾
過
量
)

m
l
/
m
i
n
/

1
.
7
3
㎡

2
,
1
0
6

9
4
.
8

6
4

4
.
8

G
P
T
（
A
L
T
）

5
1
 
以
上

1
0
6

4
.
8

γ
-
G
T
P

U
/
l

2
,
2
2
2

1
0
0
.
0

1
,
6
1
2

7
2
.
5

4
0
1

1
8
.
0

2
0
9

9
.
4

γ
-
G
T
P

1
0
1
 
以
上

2
0
9

9
.
4

8
0
.
1

3
3
7

1
5
.
2

1
0
6

G
P
T
（
A
L
T
）

6
4

2
.
9

肝 機 能

G
O
T
（
A
S
T
）

5
1
 
以
上

血 管 が 傷 む （ 動 脈 硬 化 の 危 険 因 子 ）

内 臓 脂 肪

1
0
.
2

肝 機 能

G
O
T
（
A
S
T
）

U
/
l

2
,
2
2
2

1
0
0
.
0

1
,
8
1
5

8
1
.
7

3
4
3

1
5
.
4

5
9
5

2
6
.
8

そ
の

他
の

動
脈

硬
化

危
険

因
子

L
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

1
6
0
 
以
上

2
2
6

2
.
9

U
/
l

2
,
2
2
2

1
0
0
.
0

1
,
7
7
9

そ
の

他
の

動
脈

硬
化

危
険

因
子

L
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

m
g
/
d
l

2
,
2
2
1

1
0
0
.
0

1
,
0
8
8

4
9
.
0

5
3
8

2
4
.
2

1
0
0
 
以
上

5
0

2
.
3

計
2
,
2
2
1

1
0
0
.
0

1
,
3
2
0

5
9
.
4

4
0
2

4
.
3

1
8
.
1

4
9
9

2
2
.
5

計
9
6

尿
糖

＋
＋
以
上

4
5

イ ン ス リ ン 抵 抗 性

1
6
0
 
以
上

6
6

3
.
0

拡
張
期

m
m
H
g

2
,
2
2
1

1
0
0
.
0

1
,
7
7
7

8
0
.
0

2
1
0

1
9
.
3

4
0
1

1
8
.
1

血 管 を 傷 つ け る

血 圧

収
縮
期

9
.
5

2
3
4

1
0
.
5

拡
張
期

血 管 を 傷 つ け る

血 圧

収
縮
期

m
m
H
g

2
,
2
2
1

1
0
0
.
0

1
,
3
9
1

6
2
.
6

4
2
9

9
.
2

尿
糖

2
,
2
2
0

9
9
.
9

2
,
1
2
1

9
5
.
5

5
4

2
7
.
0

1
,
3
5
4

6
0
.
9

2
6
9

1
2
.
1

計

血 糖

空
腹
時
血
糖

m
g
/
d
l

2
,
1
3
6

9
6
.
1

1
,
1
4
3

2
.
0

2
.
4

4
5

2
.
0

計
2
,
2
2
2

1
0
0
.
0

5
9
9

血 糖

空
腹
時
血
糖

1
2
6
 
以
上

1
7
8

H
b
A
1
c

％
2
,
2
0
6

9
9
.
3

7
9
4

5
3
.
5

8
1
5

3
8
.
2

1
7
8

2
0
4

2
1
7

3
4
 
以
下

5
2

2
.
3

9
.
8

H
b
A
1
c

6
.
5
 
以
上

1
1
6

5
.
3

8
.
3

H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

m
g
/
d
l

2
,
2
2
2

1
0
0
.
0

2
,
0
5
4

9
2
.
4

1
1
6

2
5
.
5

1
1
0

5
.
2

5
2

基
準
値

人
数
（
人
）

割
合
（
％
）

中
性
脂
肪

m
g
/
d
l

2
,
2
2
2

1
0
0
.
0

1
,
5
4
6

6
9
.
6

5
6
6

4
0
0
 
以
上

5
1

2
.
3

5
.
0

血 管 が 傷 む （ 動 脈 硬 化 の 危 険 因 子 ）

内 臓 脂 肪

中
性
脂
肪

2
.
3

H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

8
.
3

イ ン ス リ ン 抵 抗 性

3
6
.
0

1
,
1
9
5

5
4
.
2

【
再
掲
】

腹
囲

c
m

2
,
2
2
2

1
0
0
.
0

1
,
3
3
4

6
0
.
0

8
8
8

4
0
.
0

項
目

1
0
0
.
0

1
,
6
3
1

7
3
.
4

5
9
1

2
6
.
6

B
M
I

2
,
2
2
2

受
診
勧
奨
判
定
値

左
表
 
受
診
勧
奨
判
定
値
の
う
ち

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
受
診
勧
奨
対
象
者
数

人
数
（
人
）

割
合
（
％
）

人
数
（
人
）

割
合
（
％
）

人
数
（
人
）

割
合
（
％
）

項
目

単
位

受
診
者
数

（
人
）

検
査
実
施
率

（
％
）

正
常
値

保
健
指
導
判
定
値

平
成

2
3
年

度
郡

上
市

特
定

健
診

結
果

【
男

性
】

（
健

康
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
シ

ス
テ

ム
様

式
８

－
５

）
 

2
8
人

1
.
3
％

7
9
6
人

3
5
.
8
％

1
3
9
8
人

6
2
.
9
人

受
診
者
数

2
,
2
2
2

人
1

2
3

発
症
を
予
防
す
る

早
期
発
見
、
早
期
治
療
を
す
る

血
管
変
化
の
予
防

発
病
後
、
進
行
を
抑
制
し
、

再
発
や
重
症
化
を
防
ぐ

１
：
全
て
の
健
診
項
目
が
正
常
の
人

２
：
1
、
3
以
外

３
：
健
診
項
目
の
う
ち
1
つ
で
も
受
診
勧
奨
値
以
上
の
項
目
が
あ
る
人
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人
人

平
成

2
3
年

度
郡

上
市

特
定

健
康

診
査

結
果

【
女

性
】

(
健

康
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
シ

ス
テ

ム
様

式
８

－
５

）

8
1
人

3
.
3
％

1
1
2
4
人

4
5
.
6
％

1
2
6
1
人

5
1
.
1
％

受
診
者
数

2
,
4
6
6

人
1

2
3

発
症

を
予

防
す

る
早

期
発

見
、

早
期

治
療

を
す

る
血

管
変

化
の

予
防

発
病

後
、

進
行

を
抑

制
し

、
再

発
や

重
症

化
を

防
ぐ

１
：

全
て

の
健

診
項

目
が

正
常

の
人

２
：

1
、

3
以

外
３

：
健

診
項

目
の

う
ち

1
つ

で
も

受
診

勧
奨

値
以

上
の

項
目

が
あ

る
人

受
診
勧
奨
判
定
値

左
表

 
受

診
勧

奨
判

定
値

の
う

ち
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

踏
ま

え
た

受
診

勧
奨

対
象

者
数

人
数
（
人
）

割
合
（
％
）

人
数
（
人
）

割
合
（
％
）

人
数
（
人
）

割
合
（
％
）

項
目

単
位

受
診
者
数

（
人
）

検
査
実
施
率

（
％
）

正
常
値

保
健
指
導
判
定
値

【
再
掲
】

腹
囲

c
m

2
,
4
6
6

1
0
0
.
0

2
,
0
9
3

8
4
.
9

3
7
3

1
5
.
1

項
目

1
0
0
.
0

1
,
9
9
4

8
0
.
9

4
7
1

1
9
.
1

B
M
I

2
,
4
6
5

基
準
値

人
数
（
人
）

割
合
（
％
）

中
性
脂
肪

m
g
/
d
l

2
,
4
6
6

1
0
0
.
0

2
,
0
1
9

8
1
.
9

4
1
2

4
0
0
 
以
上

1
3

0
.
5

1
.
4

血 管 が 傷 む （ 動 脈 硬 化 の 危 険 因 子 ）

内 臓 脂 肪

中
性
脂
肪

0
.
6

H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

3
.
2

イ ン ス リ ン 抵 抗 性

3
3
.
8

1
,
4
6
4

6
0
.
2

H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

m
g
/
d
l

2
,
4
6
6

1
0
0
.
0

2
,
4
0
8

9
7
.
6

4
4

1
6
.
7

3
5

1
.
8

1
4

3
4
 
以
下

1
4

0
.
6

6
.
0

H
b
A
1
c

6
.
5
 
以
上

7
2

3
.
0

3
.
2

計
2
,
4
6
6

1
0
0
.
0

7
6
2

血 糖

空
腹
時
血
糖

1
2
6
 
以
上

7
8

H
b
A
1
c

％
2
,
4
3
2

9
8
.
6

8
2
3

7
3
.
9

5
5
0

2
2
.
9

7
8

1
0
0

1
4
5

4
.
1

尿
糖

2
,
4
5
8

9
9
.
7

2
,
4
3
5

9
9
.
1

1
1

3
0
.
9

1
,
5
4
4

6
2
.
6

1
6
0

6
.
5

計

血 糖

空
腹
時
血
糖

m
g
/
d
l

2
,
4
0
4

9
7
.
5

1
,
7
7
6

0
.
5

0
.
4

1
2

0
.
5

血 管 を 傷 つ け る

血 圧

収
縮
期

m
m
H
g

2
,
4
6
5

1
0
0
.
0

1
,
8
3
3

7
4
.
4

3
2
7

尿
糖

＋
＋
以
上

1
2

イ ン ス リ ン 抵 抗 性

1
6
0
 
以
上

5
0

2
.
0

拡
張
期

m
m
H
g

2
,
4
6
5

1
0
0
.
0

2
,
2
1
8

9
0
.
0

1
1
7

1
3
.
3

3
0
5

1
2
.
4

血 管 を 傷 つ け る

血 圧

収
縮
期

4
.
7

1
3
0

5
.
3

拡
張
期

4
1
.
2

6
5
4

2
6
.
5

1
0
0
 
以
上

3
1

1
.
3

計
2
,
4
6
5

1
0
0
.
0

1
,
7
8
7

7
2
.
5

3
2
6

2
.
8

1
3
.
2

3
5
2

1
4
.
3

計
6
8

U
/
l

2
,
4
6
6

1
0
0
.
0

2
,
2
7
6

そ
の
他
の

動
脈
硬
化

危
険
因
子

L
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

m
g
/
d
l

2
,
4
6
6

1
0
0
.
0

1
,
0
1
5

2
9

1
.
2

肝 機 能

G
O
T
（
A
S
T
）

5
1
 
以
上

血 管 が 傷 む （ 動 脈 硬 化 の 危 険 因 子 ）

内 臓 脂 肪

1
4
.
1

肝 機 能

G
O
T
（
A
S
T
）

U
/
l

2
,
4
6
6

1
0
0
.
0

2
,
2
3
5

9
0
.
6

2
0
2

8
.
2

7
9
7

3
2
.
3

そ
の
他
の

動
脈
硬
化

危
険
因
子
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D
L
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ス
テ
ロ
ー
ル

1
6
0
 
以
上

3
4
7

1
.
2

2
.
1

G
P
T
（
A
L
T
）

5
1
 
以
上

5
1

2
.
1

γ
-
G
T
P

U
/
l

2
,
4
6
6

1
0
0
.
0

2
,
3
1
2

9
3
.
8

1
1
8

4
.
8

3
6

1
.
5

γ
-
G
T
P

1
0
1
 
以
上

3
6

1
.
5

9
2
.
3

1
3
9

5
.
6

5
1

G
P
T
（
A
L
T
）

特 定 健 診 項 目

ク
レ
ア
チ
ニ
ン

2
.
0
 
以
上

3
0
.
1

＋
＋
以
上

4
0
.
2

腎 機 能

尿
蛋
白

2
,
4
5
8

9
9
.
7

保 険 者 独 自 に

追 加 す る 項 目

ク
レ
ア
チ
ニ
ン

m
g
 

2
,
3
4
5

9
5
.
1

G
F
R

(
糸
球
体
濾
過
量
)

m
l
/
m
i
n
/

1
.
7
3
㎡

2
,
3
4
5

9
5
.
1

2
9

2
,
3
3
6

9
9
.
6

6
0
.
3

3
0
.
1

腎 機 能

尿
蛋
白

4
0
.
2

G
F
R

(
糸
球
体
濾
過
量
)

2
,
4
3
9

9
9
.
2

1
5

0
.
6

6
0
 
未
満

2
2
0

9
.
4

尿
酸

m
g
/
d
l

0
0

0
0

2
3
.
3

1
,
5
7
9

6
7
.
3

2
2
0

9
.
4

5
4
6

 
 
尿

試
験

紙
法

で
尿

蛋
白

１
＋

以
上

と
血

尿
１

＋
以

上
が

合
併

し
て

い
る

と
予

後
が

不
良

で
あ

る
。

し
た

が
っ

て
、

両
者

が
１

＋
以

上
同

時
に

あ
る

場
合

も
腎

臓
専
門

医
に

紹
介

す
る

。
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K
D
診

療
ガ

イ
ド

　
P
5
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＊
判

定
値

に
つ

い
て

は
、

標
準

的
な

健
診

・
保

健
指

導
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
確

定
版

）
P
4
8
、

「
私

の
健

康
記

録
」

A
-
6
参

照

＊
e
G
F
R
に

つ
い
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*1 あり          
①～⑩の生活習慣病レセプトが存在する人の数

*2 再掲          

特定保健指導以外の対象者

◆特定健診の受診勧奨 ◆かかりつけ医と保健指導実施者との ◆医療機関を受診する必要性について ◆健診結果の見方について通知・説明 ◆対象者の特徴に応じた行動変容を
（例：健診受診の重要性の普及啓発 　連携 　通知・説明 　促す保健指導の実施
　簡易健診の実施による受診勧奨） ◆学習教材の共同使用 ◆適切な生活改善や受診行動が自分で ◆行動目標・計画の策定

◆医療機関における診療報酬上の生活 　選択できるよう支援 ◆健診結果により、必要に応じて
　習慣病管理料、栄養食事指導料の 　受診勧奨を行う
　積極的活用
◆治療中断者対策及び未受診者対策
　としてのレセプトと健診データの
　突合・分析

人 、糖尿病等有病者・予備群の評価（改善、悪化）、データの改善、リスク数の減少

支援方法の検証、改善策の検討（ポピュレーションアプローチとの連携含む）

改
善
Ａ

次年度のメタボ該当者 Q' 人 ・予備群 R'

Z

全体 40人

あり*1 15人

なし 25人

X 人

Y

全体 270人

あり*1 93人

T 人 V 人 W 人

レベル１ レベル２

次年度の特定健診の受診 かかりつけ医と連携した対応 個別に働きかけを行った人の数 実施者数 動機づけ支援実施者数

特定保健指導

保
健
事
業
の
実
施
Ｄ

健診データをもとに
特定保健指導個別支援計画を作成

使用する学習教材の選択

未受診なのでレベル
が
未知のグループ

評
価
Ｃ

レベルX レベル４ レベル３

次年度の特定健診未受診
なし 177人又は結果未把握　　　

U 人
積極的支援実施者数

なし 52.5%

保
健
事
業
計
画
Ｐ

レベル３ レベル１ レベル２

未受診者対策 医療との連携 医療との連携 特定保健指導以外の保健指導

あり*1 51.7%

なし 723人 なし 1,099人 なし 252人 なし 133人

S

全体 52.2%

あり*1 357人 あり*1 178人 あり*1 140人 あり*1O

全体 392人

P

全体 202人

69人M

全体 1,080人

N

全体 1,277人

Ｏ＋Ｐ
受診必要 受診不必要 動機づけ支援 積極的支援

特定保健指導の対象者

★特定保健指導実施率

情報提供
（受診の必要性を含む）

特定保健指導

Ｙ＋Ｚ

必要に応じて主治医の指示のもと
保健指導が行われるよう調整

生活習慣病のコントロール

良 不良

K 757人 L 979人

健診結果の判定

J

全体 2,951人

あり*1 744人
情報提供

なし 2,207人

5,456人 E 4,687人

保
健
事
業
対
象
者
の
明
確
化

レセプト情報
の判定

健診受診情報
（問診等）の判定 *対象となる生活習慣病の病名と治療

 
① (生)糖尿病        　　　　　　⑥ (生)虚血性心疾患
② (生)高血圧症　　　　　　　　　⑦ (生)肝機能障害
③ (生)脂質異常症　　　　　　　　⑧ (生)動脈硬化等
④ (生)高尿酸血症　　　　　　　　⑨ (生)大動脈疾患
⑤ (生)脳血管疾患  　　　　　　　⑩ (生)人工透析

治療なし 生活習慣病治療中*
生活習慣病治療中

(服薬有り)
治療なし(服薬無し)

G 2,724人 H 2,732人 I 1,736人

レベル４  ①②③の再掲

再掲*2 597人

分析

４０歳～７４歳の被保険者を抽出 他の健診等の結果の提出者 メタボ該当者

健
康
診
査

A 9,382人 C 人 Q 612人

★特定健康診査の実施
★特定健診受診率

F 46.8%健診未受診者 健診受診者

健診対象者 B 10,014人 メタボ予備群

R 439人年１回受診

D

保険者： 郡上市 年度： 平成23年度 性別： 全て 年齢階層： 合計

平成23年度　特定健診から特定保健指導実施へのフローチャート（健康情報データバンクシステム様式６－１０）
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*1 あり          
①～⑩の生活習慣病レセプトが存在する人の数
*2 再掲          

特定保健指導以外の対象者

◆特定健診の受診勧奨 ◆かかりつけ医と保健指導実施者との ◆医療機関を受診する必要性について ◆健診結果の見方について通知・説明 ◆対象者の特徴に応じた行動変容を
（例：健診受診の重要性の普及啓発 　連携 　通知・説明 　促す保健指導の実施
　簡易健診の実施による受診勧奨） ◆学習教材の共同使用 ◆適切な生活改善や受診行動が自分で ◆行動目標・計画の策定

◆医療機関における診療報酬上の生活 　選択できるよう支援 ◆健診結果により、必要に応じて
　習慣病管理料、栄養食事指導料の 　受診勧奨を行う
　積極的活用
◆治療中断者対策及び未受診者対策
　としてのレセプトと健診データの
　突合・分析

人 、糖尿病等有病者・予備群の評価（改善、悪化）、データの改善、リスク数の減少

支援方法の検証、改善策の検討（ポピュレーションアプローチとの連携含む）

改
善
Ａ

次年度のメタボ該当者 Q' 人 ・予備群 R'

Z

全体 40人

あり*1 15人

なし 25人

X 人

Y

全体 270人

あり*1 93人

T 人 V 人 W 人

レベル１ レベル２

次年度の特定健診の受診 かかりつけ医と連携した対応 個別に働きかけを行った人の数 実施者数 動機づけ支援実施者数

特定保健指導

保
健
事
業
の
実
施
Ｄ

健診データをもとに
特定保健指導個別支援計画を作成

使用する学習教材の選択

未受診なのでレベル
が
未知のグループ

評
価
Ｃ

レベルX レベル４ レベル３

次年度の特定健診未受診
なし 177人又は結果未把握　　　

U 人
積極的支援実施者数

なし 52.5%

保
健
事
業
計
画
Ｐ

レベル３ レベル１ レベル２

未受診者対策 医療との連携 医療との連携 特定保健指導以外の保健指導

あり*1 51.7%

なし 723人 なし 1,099人 なし 252人 なし 133人

S

全体 52.2%

あり*1 357人 あり*1 178人 あり*1 140人 あり*1O

全体 392人

P

全体 202人

69人M

全体 1,080人

N

全体 1,277人

Ｏ＋Ｐ
受診必要 受診不必要 動機づけ支援 積極的支援

特定保健指導の対象者

★特定保健指導実施率

情報提供
（受診の必要性を含む）

特定保健指導

Ｙ＋Ｚ

必要に応じて主治医の指示のもと
保健指導が行われるよう調整

生活習慣病のコントロール

良 不良

K 757人 L 979人

健診結果の判定

J

全体 2,951人

あり*1 744人
情報提供

なし 2,207人

5,456人 E 4,687人

保
健
事
業
対
象
者
の
明
確
化

レセプト情報
の判定

健診受診情報
（問診等）の判定 *対象となる生活習慣病の病名と治療

 
① (生)糖尿病        　　　　　　⑥ (生)虚血性心疾患
② (生)高血圧症　　　　　　　　　⑦ (生)肝機能障害
③ (生)脂質異常症　　　　　　　　⑧ (生)動脈硬化等
④ (生)高尿酸血症　　　　　　　　⑨ (生)大動脈疾患
⑤ (生)脳血管疾患  　　　　　　　⑩ (生)人工透析

治療なし 生活習慣病治療中*
生活習慣病治療中

(服薬有り)
治療なし(服薬無し)

G 2,724人 H 2,732人 I 1,736人

レベル４  ①②③の再掲

再掲*2 597人

分析

４０歳～７４歳の被保険者を抽出 他の健診等の結果の提出者 メタボ該当者

健
康
診
査

A 9,382人 C 人 Q 612人

★特定健康診査の実施
★特定健診受診率

F 46.8%健診未受診者 健診受診者

健診対象者 B 10,014人 メタボ予備群

R 439人年１回受診

D

保険者： 郡上市 年度： 平成23年度 性別： 全て 年齢階層： 合計

平成23年度　特定健診から特定保健指導実施へのフローチャート（健康情報データバンクシステム様式６－１０）



第４章 達成しようとする目標 
１ 目標の設定 
  厚生労働省で策定された「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を

図るための基本指針」に掲げる参酌基準では、市町村国保がめざす目標値としては、

特定健診受診率及び特定保健指導実施率ともに６０％が示されましたが、郡上市国民

健康保険のめざす目標値は、特定健康診査の受診率６５％、特定保健指導の実施率６

０％とします。 
＜第２期計画の保険者種別毎の目標値＞ 

保険者種別 全国目標 市町村国保 国保組合 協会けんぽ 単一健保 総合健保 共済組合 

特定健診の

受診率 

７０％ ６０％ ７０％ ６５％ ９０％ ８５％ ９０％ 

特定保健指

の実施率 

４５％ ６０％ ３０％ ３０％ ６０％ ３０％ ４０％ 

 
２ 郡上市国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導の各年度目標値 
 （１）特定健康診査の目標値 

現在までの実施状況を勘案し、目標達成に向けての各年度の目標値を次表のとお 
  り設定します。 
 
◇第１期における実績 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
目標値（受診率） ５０％ ５５％ ６０％ ６５％ ６５％ 
対象者 ８，９７９人 ８，８９０人 ８，７５７人 ８，６００人 ８，４７４人

受診者 ３，９０６人 ４，０５２人 ４，２６８人 ４，４０７人 ４，４０７人

受診率（実績） ４３．５％ ４５．６％ ４８．７％ ５１．２％ ５２．０％

（平成２０～２３年度は確定値。平成２４年度は見込み。） 

◇第２期における目標値 
 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
目標値（受診率） ５４％ ５７％ ６０％ ６３％ ６５％ 
対象者数（推計） ８，４５１人 ８，４２７人 ８，４０７人 ８，３８０人 ８，３５４人

受診者数（推計） ４，５６３人 ４，８０３人 ５，０４４人 ５，２７９人 ５，４３０人

（対象者数等は、平成２４年３月末日の被保険者数を基準に、国立社会法人人口問題研究所「日本の

市区町村将来推計人口」の伸び率をもって推計した４０～７４歳被保険者数から厚生労働大臣が定め

る除外者数（推計）を減じた人数とした。） 
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第４章　達成しようとする目標 （２）特定保健指導の目標値 
現在までの実施状況を勘案し、目標達成に向けての各年度の目標値を次表のとお 

  り設定します。 
 
◇第１期における実績 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
目標値（実施率） ３０％ ３５％ ４０％ ４５％ ４５％ 
対象者 ６０９人 ５８９人 ５６９人 ５６１人 ５６１人

終了者 １５４人 １４４人 ３６５人 ３１１人 ３３７人

実施率（実績） ２５．３％ ２４．４％ ６４．１％ ５５．４％ ６０．０％

（平成２０～２３年度は確定値。平成２４年度は見込み。） 

◇第２期における目標値 
 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
目標値（実施率） ６０％ ６０％ ６０％ ６０％ ６０％ 
対象者 ５８１人 ６０１人 ６２１人 ６２９人 ６３８人

終了者 ３４９人 ３６０人 ３７２人 ３７８人 ３８３人

（特定保健指導対象者数は、平成２３年度の特定健康診査対象者数に対する特定保健指導対象者 
の割合（出現率）をもって推計。） 

 
（３）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少 

成果に関する全国目標としては、平成２７年度までにメタボリクシンドロームの 
  該当者及び予備群を平成２０年度比で２５％減少させることが掲げられています 

が、被保険者の年齢構成の変化等によって、特定健診・特定保健指導の取り組みの 
努力が必ずしも、その減少率に反映されない現状から、第２期実施計画では、保険 
者が自らの特定保健指導の効果を個別にフォローするための指標として推奨され 

るにとどまり、個々の保険者の目標とはしなくてもよいことされています。 
 市町村国保の特徴として、退職後の６０歳以上の被保険者の割合が高い状況にあ 
り、年々高齢化率が高くなることを考慮すると、具体的な数値目標の設定は難しい 
ところですので、特定健診・特定保健指導の成果を検証しながら該当者及び予備群

割合の減少をめざします。 
◇メタボリックシンドロームの割合 

区  分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 
該当者数 ５０７人 ５４１人 ５４７人 ５７１人

該当者割合 １３．０％ １３．４％ １２．８％ １３．０％

予備群者数 ４３９人 ３９５人 ４２８人 ４１７人

予備群割合 １１．２％ ９．７％ １０．０％ ９．５％

 



第４章 達成しようとする目標 
１ 目標の設定 
  厚生労働省で策定された「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を

図るための基本指針」に掲げる参酌基準では、市町村国保がめざす目標値としては、

特定健診受診率及び特定保健指導実施率ともに６０％が示されましたが、郡上市国民

健康保険のめざす目標値は、特定健康診査の受診率６５％、特定保健指導の実施率６

０％とします。 
＜第２期計画の保険者種別毎の目標値＞ 

保険者種別 全国目標 市町村国保 国保組合 協会けんぽ 単一健保 総合健保 共済組合 

特定健診の

受診率 

７０％ ６０％ ７０％ ６５％ ９０％ ８５％ ９０％ 

特定保健指

の実施率 

４５％ ６０％ ３０％ ３０％ ６０％ ３０％ ４０％ 

 
２ 郡上市国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導の各年度目標値 
 （１）特定健康診査の目標値 

現在までの実施状況を勘案し、目標達成に向けての各年度の目標値を次表のとお 
  り設定します。 
 
◇第１期における実績 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
目標値（受診率） ５０％ ５５％ ６０％ ６５％ ６５％ 
対象者 ８，９７９人 ８，８９０人 ８，７５７人 ８，６００人 ８，４７４人

受診者 ３，９０６人 ４，０５２人 ４，２６８人 ４，４０７人 ４，４０７人

受診率（実績） ４３．５％ ４５．６％ ４８．７％ ５１．２％ ５２．０％

（平成２０～２３年度は確定値。平成２４年度は見込み。） 

◇第２期における目標値 
 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
目標値（受診率） ５４％ ５７％ ６０％ ６３％ ６５％ 
対象者数（推計） ８，４５１人 ８，４２７人 ８，４０７人 ８，３８０人 ８，３５４人

受診者数（推計） ４，５６３人 ４，８０３人 ５，０４４人 ５，２７９人 ５，４３０人

（対象者数等は、平成２４年３月末日の被保険者数を基準に、国立社会法人人口問題研究所「日本の

市区町村将来推計人口」の伸び率をもって推計した４０～７４歳被保険者数から厚生労働大臣が定め

る除外者数（推計）を減じた人数とした。） 
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（２）特定保健指導の目標値 
現在までの実施状況を勘案し、目標達成に向けての各年度の目標値を次表のとお 

  り設定します。 
 
◇第１期における実績 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
目標値（実施率） ３０％ ３５％ ４０％ ４５％ ４５％ 
対象者 ６０９人 ５８９人 ５６９人 ５６１人 ５６１人

終了者 １５４人 １４４人 ３６５人 ３１１人 ３３７人

実施率（実績） ２５．３％ ２４．４％ ６４．１％ ５５．４％ ６０．０％

（平成２０～２３年度は確定値。平成２４年度は見込み。） 

◇第２期における目標値 
 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
目標値（実施率） ６０％ ６０％ ６０％ ６０％ ６０％ 
対象者 ５８１人 ６０１人 ６２１人 ６２９人 ６３８人

終了者 ３４９人 ３６０人 ３７２人 ３７８人 ３８３人

（特定保健指導対象者数は、平成２３年度の特定健康診査対象者数に対する特定保健指導対象者 
の割合（出現率）をもって推計。） 

 
（３）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少 

成果に関する全国目標としては、平成２７年度までにメタボリクシンドロームの 
  該当者及び予備群を平成２０年度比で２５％減少させることが掲げられています 

が、被保険者の年齢構成の変化等によって、特定健診・特定保健指導の取り組みの 
努力が必ずしも、その減少率に反映されない現状から、第２期実施計画では、保険 
者が自らの特定保健指導の効果を個別にフォローするための指標として推奨され 

るにとどまり、個々の保険者の目標とはしなくてもよいことされています。 
 市町村国保の特徴として、退職後の６０歳以上の被保険者の割合が高い状況にあ 
り、年々高齢化率が高くなることを考慮すると、具体的な数値目標の設定は難しい 
ところですので、特定健診・特定保健指導の成果を検証しながら該当者及び予備群

割合の減少をめざします。 
◇メタボリックシンドロームの割合 

区  分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 
該当者数 ５０７人 ５４１人 ５４７人 ５７１人

該当者割合 １３．０％ １３．４％ １２．８％ １３．０％

予備群者数 ４３９人 ３９５人 ４２８人 ４１７人

予備群割合 １１．２％ ９．７％ １０．０％ ９．５％
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３ 目標達成のための取り組み 

（１）特定健康診査受診率の向上のための対策 
受診を習慣化できる環境整備（地域づくり・文化づくり）！！ 

 
① ポピュレーションアプローチでの特定健診受診啓発 

受診者の約６割が継続受診者であることから、未受診者には、健診受診歴が全く

無い方や長期にわたり受診していない方の存在が多いことが推察されます。 
そのため「未受診理由が特になし」の未受診者層集団をターゲットとする啓発活

動を工夫し、受診勧奨を繰り返し実施するとともに、健診受診が習慣化できる環境

（地域）づくりへの働きかけ（ポピュレーションアプローチ）を行うことが、受診

行動を定着させるものと考えます。 
 

ア 未受診者対策等    治療中の方にも受診勧奨！ 
未受診理由の多くを占める「治療中の方（36％）」に対しても、特定健診の対象

者であることと健診受診の必要性を理解していただくために、医師会や薬剤師会

等の関係団体の皆様の協力を得て受診を勧奨します。 
また、受診率の向上にあたっては、受診している対象者が毎年度継続して健診

を受診していただくことが重要であり、当日の健診結果と併せて経年的な受診結

果の説明の実施と継続受診の必要性の周知に努めます。 
 
イ 市民の目に、耳に「健診を受けよう！」が入る対策 

メディアの活用や様々なイベント会場での啓発、また啓発グッズの工夫と活用

によって、市民の目に、耳に、いつでもどこでも「健診を受けよう！」という響

きが伝わるような取り組みを工夫して実施します。 
 
ウ 職域連携 

商工会・食品衛生協会・理容師組合等、様々な職域の皆様の理解を得て、当該

団体との連携により広く特定健診の意義を啓発します。なお、それぞれの職域で

の健康づくり活動の第一に特定健診受診を位置づけていただけるように依頼しま

す。 
 
エ  国保加入者への受診啓発対策 

市役所及び振興事務所の国保窓口では、来庁される方々への受診啓発（声かけ

等）に留意するとともに、保険税賦課通知の発送時等、多くの機会をとらえて、

健診 PR のチラシを同封するなど受診勧奨に努めます。 
 
② 職場健診・人間ドック受診者のデータ収集の継続 

健康診査等受診希望調査を実施する折には、未受診理由（職場健診・人間ドック） 
を調査し、職場健診や人間ドックを受診される方に対しては、当該受診結果を提供

していただけるよう依頼します。 
 また、特定健診 PR 時にも、職場健診・人間ドックを受診される方の受診結果の

提供について周知に努めます。 

③ 受診しやすい健診体制の工夫と継続して受診していただけるために、健診の質的 
向上をめざす 
ア がん検診の同時実施 

特定健診・がん検診・肝炎ウイルス検査はセットで受診できるようにします。 
社会保険扶養家族の方でも、受診券があれば受診できます。 

イ 受診機会の拡大 
通年での健診受診機会が得られるようにします。 

ウ プライバシーへの配意 
     問診・身体計測・健康相談・診察は個室で実施します。 

エ 健診精度を高める 
     標準的な健診・保健指導プログラムを順守します。 
     ・各委託医療機関を訪問して、毎年、事業説明等を行います。 

・委託基準チェック票にて質の向上をめざします。 
④ 特定健診等評価推進全体会議の開催 

    関係各課職員及び集団健診委託医療機関のスタッフ並びに健康福祉総合アド 
   バイザーによる会議をもち、健診事業に対する共通認識を培い、より良い健診を 

実施するための取り組みを検討します。 
    ・啓発活動計画の作成および実施に対する評価を行う。 
    ・健診事業に対する振り返りや見直しを行う。 
    ・健診事業に対する職員の意識の共有を行う。 
     

⑤ 市民協働での健診事業の実施 
健診受診が習慣化した地域づくり・文化づくりを進めるためには、市民目線の取

り組みやその改善及び市民と協働できる事業を工夫し実施することが必要です。 
今後も、母子成人保健推進員・行政パートナー・福祉委員・地域保健推進員など、

市民の皆様との協働をもって健診事業を推進し実施していきます。 
 
 

 
（２）特定保健指導の実施率の向上のための対策 

① タイムリーな保健指導の実施 
健診当日に特定保健指導の初回面接を実施します。 

② 特定保健指導従事者のスキルアップ 
特定保健指導従事者が、対象者の個々に合った具体的な支援ができるように研 

修会への参加や内部での事例検討等を通じて、そのスキルの向上に努めます。 
また、定期的に保健指導の効果等を検証（改善率等を評価）し、有効な保健指 

導のあり方を探求し実践に活かします。 
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③ 受診しやすい健診体制の工夫と継続して受診していただけるために、健診の質的 
向上をめざす 
ア がん検診の同時実施 

特定健診・がん検診・肝炎ウイルス検査はセットで受診できるようにします。 
社会保険扶養家族の方でも、受診券があれば受診できます。 

イ 受診機会の拡大 
通年での健診受診機会が得られるようにします。 

ウ プライバシーへの配意 
     問診・身体計測・健康相談・診察は個室で実施します。 

エ 健診精度を高める 
     標準的な健診・保健指導プログラムを順守します。 
     ・各委託医療機関を訪問して、毎年、事業説明等を行います。 

・委託基準チェック票にて質の向上をめざします。 
④ 特定健診等評価推進全体会議の開催 

    関係各課職員及び集団健診委託医療機関のスタッフ並びに健康福祉総合アド 
   バイザーによる会議をもち、健診事業に対する共通認識を培い、より良い健診を 

実施するための取り組みを検討します。 
    ・啓発活動計画の作成および実施に対する評価を行う。 
    ・健診事業に対する振り返りや見直しを行う。 
    ・健診事業に対する職員の意識の共有を行う。 
     

⑤ 市民協働での健診事業の実施 
健診受診が習慣化した地域づくり・文化づくりを進めるためには、市民目線の取

り組みやその改善及び市民と協働できる事業を工夫し実施することが必要です。 
今後も、母子成人保健推進員・行政パートナー・福祉委員・地域保健推進員など、

市民の皆様との協働をもって健診事業を推進し実施していきます。 
 
 

 
（２）特定保健指導の実施率の向上のための対策 

① タイムリーな保健指導の実施 
健診当日に特定保健指導の初回面接を実施します。 

② 特定保健指導従事者のスキルアップ 
特定保健指導従事者が、対象者の個々に合った具体的な支援ができるように研 

修会への参加や内部での事例検討等を通じて、そのスキルの向上に努めます。 
また、定期的に保健指導の効果等を検証（改善率等を評価）し、有効な保健指 

導のあり方を探求し実践に活かします。 
 
 
 



第５章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 
１ 特定健康診査 
（１） 実施形態 
 医療機関健診 

集団健診 
 

（２） 実施項目 
実施項目は、以下のとおり、原則として「標準的な健診・保健指導プログラ

ム（確定版）（平成19年4月 厚生労働省 健康局）」第２編第２章に記載さ

れている健診項目とします。 

① 基本的な健診項目 

ア 質問項目 

イ 身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲（内臓脂肪面積）） 

ウ 理学的検査（身体診察） 

エ 血圧測定 

オ 血液化学検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロ

ール、貧血検査、血清クレアチニン） 

カ 肝機能検査（ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ-ＧＴＰ） 

キ 血糖検査（空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ） 

ク 尿検査（尿糖、尿蛋白、尿潜血） 

    ② 詳細な健診の項目 
一定の基準の下、医師が必要と判断したものを選択 

ア 心電図検査 

イ 眼底検査 

 
（３） 実施時期 

５月から翌年３月の期間で実施します。 
 

（４） 委託 
郡上市医師会へ委託します（ただし、委託基準に該当した医療機関とします。）。 
 

（５） 受診方法 
実施年度の前年度末に「各種健(検)診受診希望調査票」を各世帯に配布し、実 

施年度における受診希望を調査します。 
受診は、その折に希望された受診先からの案内に従って行っていただきます。 

 
（６） 健診委託単価・自己負担額 

健診委託単価については、委託契約によるもとします。また、自己負担額は、 
別に定めるものとします。 
 

（７） 事業主健診等の健診受診データの収集方法 
「各種健(検)診受診希望調査票」にて、「職場」「人間ドック」で受けると回答 

された方に対し依頼文書を郵送し、データの提供を受けるものとします。 
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③  重症化予防の対策 
 ハイリスク者に対して健診後の医療機関受診の把握及び受診勧奨を実施しま 

す。また、特定健診当日の結果説明、健康指導を実施し、ハイリスク者の継続支

援につなげます。 
④  一般衛生部門との連携 

    食育関係事業や健康推進事業と連携して、個人の健康づくり及びその環境づ 

くりを支援します。 
  

（３）メタボリック予防・医療費適正化の対策 
① 特定保健指導以外の保健指導 

  ア 重症化予防対策 
    循環器疾患や腎疾患の重症化予防による医療費の適正化に資するため、特定 

保健指導対象者以外の方についても、保健指導対象者として位置づけ、保健指 
導を実施します。 

 
  イ 早期予防対策 
    ３０歳～３９歳の健診の義務付けがない方に対しても、健診の機会を提供し、 

早期からの生活習慣の改善について、指導及び啓発に努めます。 
 

② 情報提供 
  ア 医師からの結果説明の実施 
    健診結果を踏まえて自らの体の健康状態を正しく理解し、かつ、生活習慣の 
   改善についての意識付けができ、かつ継続して健診を受ける必要性を認識して

いただけるように、健診受診者全員に対して結果説明を実施します。 
 

イ 特定保健指導対象者以外への保健指導の実施   
  受診者全員に直接情報提供できる健診の機会を活用し、健診受診者が自らの

健康状態を把握し、生活習慣を改善の必要性や健康状態の維持のメリットを理

解できるよう、対象者の意識レベルや健康状況に合わせた情報提供及び健康相

談に努めます。 
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ア 心電図検査 
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（３） 実施時期 

５月から翌年３月の期間で実施します。 
 

（４） 委託 
郡上市医師会へ委託します（ただし、委託基準に該当した医療機関とします。）。 
 

（５） 受診方法 
実施年度の前年度末に「各種健(検)診受診希望調査票」を各世帯に配布し、実 

施年度における受診希望を調査します。 
受診は、その折に希望された受診先からの案内に従って行っていただきます。 

 
（６） 健診委託単価・自己負担額 

健診委託単価については、委託契約によるもとします。また、自己負担額は、 
別に定めるものとします。 
 

（７） 事業主健診等の健診受診データの収集方法 
「各種健(検)診受診希望調査票」にて、「職場」「人間ドック」で受けると回答 

された方に対し依頼文書を郵送し、データの提供を受けるものとします。 
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第５章　特定健康診査・特定保健指導の実施方法
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（８） その他 
特定健康診査データは、原則として特定健康診査を受託する医療機関が、国 

の定める電子的標準様式により岐阜県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

という。）へ提出するものとします。 
 
 

２ 特定保健指導 
（１）実施場所 

保健センター及び特定保健指導業務受託機関の提供する場所等で実施します。 

 
（２）実施内容 

特定保健指導とは、対象者自身が生活習慣の課題に気づき、行動変容につい 

て自らが導き出せるよう支援するため、個別面接で健康課題を対象者と共に考え、 

実行可能な行動目標を立てられる支援を行います。 

特定保健指導プログラムは、「動機付け支援」と「積極的支援」の指導区分に

応じて、それぞれに指導目標を明確化した上で、サービスを提供する必要があり

ます。 

 
（３）実施時期 

特定保健指導は、年間を通して実施します。 
 

（４）委託 
特定保健指導業務委託機関へ委託します。 

 
（５）利用方法 

原則として、特定保健指導に係る本人負担は無料とします。 
 

（６）その他 
特定保健指導のデータは、原則として特定保健指導実施機関が国の定める電子 

的標準様式により国保連へ提出するものとします。 
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（８） その他 
特定健康診査データは、原則として特定健康診査を受託する医療機関が、国 

の定める電子的標準様式により岐阜県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

という。）へ提出するものとします。 
 
 

２ 特定保健指導 
（１）実施場所 

保健センター及び特定保健指導業務受託機関の提供する場所等で実施します。 

 
（２）実施内容 

特定保健指導とは、対象者自身が生活習慣の課題に気づき、行動変容につい 

て自らが導き出せるよう支援するため、個別面接で健康課題を対象者と共に考え、 

実行可能な行動目標を立てられる支援を行います。 

特定保健指導プログラムは、「動機付け支援」と「積極的支援」の指導区分に

応じて、それぞれに指導目標を明確化した上で、サービスを提供する必要があり

ます。 

 
（３）実施時期 

特定保健指導は、年間を通して実施します。 
 

（４）委託 
特定保健指導業務委託機関へ委託します。 

 
（５）利用方法 

原則として、特定保健指導に係る本人負担は無料とします。 
 

（６）その他 
特定保健指導のデータは、原則として特定保健指導実施機関が国の定める電子 

的標準様式により国保連へ提出するものとします。 
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３０歳代基本健診
（市単独事業）

特定健診
後期高齢者健診
（ぎふすこやか健

診）

肝炎ウイルス検診
がん検診

○ ○ ○

○ ○ ○

ー △ ○

ー ○

ー ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ◎

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

◎ ◎ ○

○ ○ ◎

◎ ◎ ○

◎ ◎ ○

◎ ◎ ○

◎ ◎ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

◎ ◎ ○

ー ● ●

ー ● ●

○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

眼底検査

心電図検査

尿・腎機能

血色素量

貧血

ヘモグロビンＡ１ｃ
血糖

尿蛋白

尿潜血

尿糖

赤血球数

ヘマトクリット値

空腹時血糖

ＬＤＬ

ＡＳＴ（ＧＯＴ）

ＡＬＴ（ＧＰＴ）

γーＧＴ（γーＧＴＰ）

クレアチニン

ＢＭＩ

服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目

問　　　診

肝炎ウイルス検診問診

計　　　測

腎機能

肝　機　能

ＨＤＬ

○健診として決められている項目（必須検査）
◎必須項目でないが全員に実施
●医師の判断に基づき実施する項目（詳細検査）
△65歳以上に実施

医師の判断欄の記載

Ｃ型

胃がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

Ｂ型肝炎ウイル
ス

検診

がん検診

医師の判断

詳細検査

身長

生活機能に関する項目（25項目チェック）

自覚症状等

血圧

打聴診

中性脂肪

診　　　察

脂　　　質

理学的所見（身体診察、視診、触診）

腹囲

健　診 項 目

がん検診問診

項　　目

体重

  

１ 特定健康診査等のデータ保管方法 
（１）記録の保管方法 
   特定健康審査等に関する個人情報は、郡上市個人情報保護条例を順守す 

るとともに、磁気データに関しては、セキュリティを確保したサーバー 
で保管し、郡上市情報セキュリティ対策基準に則り適切に管理します。 
また、特定保健指導等を記録した紙媒体に関しては、個人別に経年で整 

理し、実施担当部署における施錠可能なロッカーで適切に保管します。 
 

（２）記録の保管年限 
   特定健康診査等に関する個人情報は５年間保管し、保管年限経過後は、 

外部に漏洩することがないよう紙媒体については、職員が直接廃棄物処理施 
設に搬入して確実に処理し、磁気データに関しては、復元不可能な形にデー 
タを消去した上で、適切に処理します。 

    

２ 特定健康診査等のデータ管理体制 
  特定健康診査等に関するデータの取り扱いに関しては、個人情報保護関係 
法令を順守するとともに、郡上市情報セキュリティ対策基準における組織・ 
体制により管理します。 
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ＬＤＬ

ＡＳＴ（ＧＯＴ）

ＡＬＴ（ＧＰＴ）

γーＧＴ（γーＧＴＰ）

クレアチニン

ＢＭＩ

服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目

問　　　診

肝炎ウイルス検診問診

計　　　測

腎機能

肝　機　能

ＨＤＬ

○健診として決められている項目（必須検査）
◎必須項目でないが全員に実施
●医師の判断に基づき実施する項目（詳細検査）
△65歳以上に実施

医師の判断欄の記載

Ｃ型

胃がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

Ｂ型肝炎ウイル
ス

検診

がん検診

医師の判断

詳細検査

身長

生活機能に関する項目（25項目チェック）

自覚症状等

血圧

打聴診

中性脂肪

診　　　察

脂　　　質

理学的所見（身体診察、視診、触診）

腹囲

健　診 項 目

がん検診問診

項　　目

体重
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１ 特定健康診査等のデータ保管方法 
（１）記録の保管方法 
   特定健康審査等に関する個人情報は、郡上市個人情報保護条例を順守す 

るとともに、磁気データに関しては、セキュリティを確保したサーバー 
で保管し、郡上市情報セキュリティ対策基準に則り適切に管理します。 
また、特定保健指導等を記録した紙媒体に関しては、個人別に経年で整 

理し、実施担当部署における施錠可能なロッカーで適切に保管します。 
 

（２）記録の保管年限 
   特定健康診査等に関する個人情報は５年間保管し、保管年限経過後は、 

外部に漏洩することがないよう紙媒体については、職員が直接廃棄物処理施 
設に搬入して確実に処理し、磁気データに関しては、復元不可能な形にデー 
タを消去した上で、適切に処理します。 

    

２ 特定健康診査等のデータ管理体制 
  特定健康診査等に関するデータの取り扱いに関しては、個人情報保護関係 

法令を順守するとともに、郡上市情報セキュリティ対策基準における組織・ 
体制により管理します。 

第６章　個人情報の保護
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第７章 特定健診以外の健診との関係 

１ ３０歳代基本健診 
本市では保険者の如何にかかわらず、３０～３９歳の方を対象に健診の機会を設け

ています。 
 健診は自分の身体の状態を知り、生活習慣を見直す上で重要です。早期から自身の

健康管理意識を高め、「健診を受ける」という受診行動の定着を図っていきます。 
 

２ がん検診 
 がん検診は、健康増進法およびがん対策基本法に基づき実施しています。また国の

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、胃がん検診、肺

がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診を推進しています。   
 本市では、受診者の利便性や受診率の相乗効果を期待して、特定健診等の一般健診

と同時実施できる機会を設けています。 
 

３ 後期高齢者医療制度の健診 
  後期高齢者医療制度の「ぎふすこやか健診」の実施については、本計画に準じて

実施します。  
 

 
 

第７章　特定健診以外の健診との関係 第８章 その他 

１ 特定健康診査等実施計画の公表及び周知 
  特定健診等実施計画は、郡上市ホームページに掲載するほか、郡上市役所各庁

舎において一般閲覧できるように計画書を常置します。 
  また、市広報紙に概要を掲載するとともに、地域の集会等の場を利用して主要な

内容の周知に努めます。  
 

２ 特定健康診査等実施計画の策定及び見直し並びに評価等 
（１）特定健診等評価推進全体会議の設置 
   行政内部の組織として、特定健診等評価推進全体会議を設置し、計画の策定及

び見直しを行います。なお、各年度における評価・検証については、半期ごとに

行い、計画の見直しや健診等の実施に反映します。 
 
（２）国保運営協議会の開催 
   計画の策定及び見直し並びに各年度の実績の検証等にあたっては、市民関係団 

体等の意見反映の機会として、被保険者代表・学識経験者・医療関係者等で構成 
する「郡上市国民健康保険運営協議会」に諮り、意見を求めます。 
 

 
 



第７章 特定健診以外の健診との関係 

１ ３０歳代基本健診 
本市では保険者の如何にかかわらず、３０～３９歳の方を対象に健診の機会を設け

ています。 
 健診は自分の身体の状態を知り、生活習慣を見直す上で重要です。早期から自身の

健康管理意識を高め、「健診を受ける」という受診行動の定着を図っていきます。 
 

２ がん検診 
 がん検診は、健康増進法およびがん対策基本法に基づき実施しています。また国の

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、胃がん検診、肺

がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診を推進しています。   
 本市では、受診者の利便性や受診率の相乗効果を期待して、特定健診等の一般健診

と同時実施できる機会を設けています。 
 

３ 後期高齢者医療制度の健診 
  後期高齢者医療制度の「ぎふすこやか健診」の実施については、本計画に準じて

実施します。  
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第８章 その他 

１ 特定健康診査等実施計画の公表及び周知 
  特定健診等実施計画は、郡上市ホームページに掲載するほか、郡上市役所各庁

舎において一般閲覧できるように計画書を常置します。 
  また、市広報紙に概要を掲載するとともに、地域の集会等の場を利用して主要な

内容の周知に努めます。  
 

２ 特定健康診査等実施計画の策定及び見直し並びに評価等 
（１）特定健診等評価推進全体会議の設置 
   行政内部の組織として、特定健診等評価推進全体会議を設置し、計画の策定及

び見直しを行います。なお、各年度における評価・検証については、半期ごとに

行い、計画の見直しや健診等の実施に反映します。 
 
（２）国保運営協議会の開催 
   計画の策定及び見直し並びに各年度の実績の検証等にあたっては、市民関係団 

体等の意見反映の機会として、被保険者代表・学識経験者・医療関係者等で構成 
する「郡上市国民健康保険運営協議会」に諮り、意見を求めます。 
 

 
 

第８章　その他
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